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Ⅰ 経営事項審査の概要 

１．経営事項審査の受審義務者 

 建設業法第 27 条の 23 第 1 項の規定により、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」

を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けられていま

す。この経営事項審査の義務付けの対象となる「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」

の範囲は、建設業法施行令第 45 条に定められており、国、地方公共団体等が発注者である施設又

は工作物に関する建設工事です。 

但し、軽微な建設工事（建築一式工事は 1,500万円未満、その他の建設工事は 500万円未満）や、

物理的・経済的に影響の大きい災害等により必要を生じた応急の建設工事については、義務付けの

対象外とされています。なお、通常の災害復旧工事は、義務付けの対象となります。 

 

（図－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※客観的事項の審査は、経営状況、経営規模、技術的能力等について全国統一基準で審査されます。 

※主観的事項の審査は、発注者ごとに評価する事項のことで、発注者によって異なります。 

※民間工事しか請け負わない若しくは公共工事を発注者から直接請け負おうとしない場合(下請のみ

の場合)は、経営事項審査を受ける必要はありません。 

※「三重県建設工事入札参加資格者名簿」へ登載されるには、経営事項審査を受けることが必須要件

です。 

 

建設業を営む者

許可を受けない者 許可を受けた者（建設業者）

公共工事への入札参
加を希望しない者

公共工事への入札参加を希望する者

許可行政庁（経営事項審査申請） 公共工事の発注者（資格審査申請）

審査結果
総合評定値（Ｐ）

競争参加資格審査

客観的事項の審査
→経営事項評価点数

主観的事項の審査
→技術評価点数

格付け

＋

＝
総合点

利用
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２．経営事項審査の有効期間 

経営事項審査義務付けの対象となる公共工事等について発注者と請負契約を締結することがで

きるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の事業年度終了の日（＝審査基

準日）から１年 7ヶ月の間に限られています。（図－２参照） 

 したがって、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から 1年

7 ヶ月間の「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期に経営

事項審査を受けることが必要となります。（図－３参照） 

 このことに関連して次の点に注意が必要です。 

 毎事業年度経過後、決算関係書類が整い次第、速やかに経営事項審査の申請を行う必要がありま

す。 

「公共工事を請け負うことができる期間」は、申請の時期に関わりなく審査基準日から１年 7ヶ

月とされていますので、申請が遅れると審査や結果通知が遅れ、その分だけ「公共工事を請け負う

ことができる期間」が短くなり、「公共工事を請け負うことができる期間」が継続せず切れ目がで

きてしまう（公共工事を請け負うことができない期間が発生する）ことがあるためです。 

 図－４は、2年目の申請時期が遅れたために、公共工事を請け負うことができる期間が短くなり、

しかも「公共工事を請け負うことができる期間」が継続せず、公共工事を請け負うことができない

期間が生じてしまった例です。 

 当然のことですが、単に申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し

ていなければなりません。「経営事項審査の審査終了」とは、経営事項審査の結果通知書の交付が

なされたことを指します。 

したがって、申請後審査が終了するまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請を行うこ

とが必要です。 

 そこで、決算後 4～5ヶ月の間に、別添で定める受付日程で経営事項審査の申請をしてください。 

 

 

 

 

（図－２） 
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（図－３） 

 

 

（図－４） 
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３．審査基準日 

審査基準日は、原則として、経営事項審査申請をする日の直前の事業年度終了の日（直前の決算

日）となります。経営事項審査申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準

日では審査を受けることはできませんのでご注意ください。 

なお法令に定めのある場合等特別の場合を除き、同一の審査基準日に対して審査の受け直しはで

きませんので、ご注意ください。 

 

 （図－５） 

 

＜具体例＞事業年度終了の日が毎年 12月 31日の場合 

令和７年 12月 31日を審査基準日として経営事項審査申請をすることができるのは、令和８年 12

月 31日までです。（12月の受付日程が最終となります。） 

 

事業を開始した個人又は新たに設立された法人の場合、最初の事業年度終了の日より前に申請す

ることができ、事業開始の日（個人）又は法人設立の日（法人）が審査基準日になります。 

また、会社更生法及び民事再生法の適用を裁判所に申請した場合、会社合併・分割・営業譲渡・

法人成り・相続の認可の場合等は、上記と審査基準日が異なる場合がありますので、事前にご相談

ください。 

４．審査項目 

（表１）経営事項審査項目 

最高点 最低点 ウェイト

①純支払利息比率

②負債回転期間

③総資本売上総利益率

④売上高経常利益率

⑤自己資本対固定資産比率

⑥自己資本比率

⑦営業キャッシュフロー（絶対額）

⑧利益剰余金（絶対額）

Ｘ１ 2,309 397 0.25

Ｘ２ 2,280 454 0.15

Ｐ 0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W 2,165 163総合評定値

経
営
規
模
等
評
価

経営状況 0.2

0.25

0.15

絶対的力量指標

工事種類別年間平均完成工事高

自己資本額・利益額
経営規模

項目区分

負債抵抗力指標

収益性・効率性指標

財務健全性指標

審査項目

Ｙ

技術力

その他の審査項目
（社会性等）

Ｗ

Ｚ
技術職員数（業種別）

元請完工高（業種別）

①建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

②建設業の営業継続の状況

⑧国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況

④法令遵守の状況

⑦建設機械の保有状況

③防災活動への貢献の状況

⑤建設業の経理の状況

⑥研究開発の状況

1,595 0

2,441 456

2,109 -788

 
※総合評定値算出の詳細はＰ１２０～Ｐ１３３の総合評定値算の算出方法をご覧ください。 
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５．経営事項審査の流れ 

（１）申請の順序 

①経営状況分析（Ｙ）を国土交通大臣の登録を受けた審査機関（登録経営状況分析機関）に申請し

ます。 

※登録経営状況分析機関については、国土交通省より公示されます。最新の一覧については以下

のホームぺージでご覧いただけます。 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html 

②登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」が送付されます。 

※申請にかかる手続き、手数料、日数等は各登録経営状況分析機関で異なりますので、各機関（Ｐ

１０８参照）にお問合せください。 

※経営規模等評価申請・総合評定値請求に「経営状況分析結果通知書」の添付が必要ですので、

日数の余裕をもって申請してください。 

③経営規模等評価｛経営規模（Ｘ）、技術力（Ｚ）、及びその他の審査項目（Ｗ）｝の申請及び総合

評定値（Ｐ）の請求を三重県知事あてに行います。 

※申請の際に「経営状況分析結果通知書」の添付が必要です。 

※審査基準日において建設業の許可を有している業種でも、申請日までに廃業した場合は、その

業種について受審することはできません。 

④経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が送付されます。 

※通知書は概ね申請日の翌々月 20日頃に、簡易書留郵便で発送します。 

※通知書は再発行いたしません。大切な書類ですから、紛失しないよう充分ご注意ください。 

 

（図－６） 
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総合評定値（Ｐ）算出
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許可行政庁

経営状況分析
申請書
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※三重県では所定の審査
受付日程を設定

結果通知書
総合評定値（Ｐ）

④総合評定値通知
※受付の翌々月２０日頃通知

建

設

業

者

Ｙについて審査
（経営状況分析）

Ｘ，Ｚ，Ｗについて審査
（経営規模等評価）

総合評定値（Ｐ）算出

登録分析機関

許可行政庁

経営状況分析
申請書

①経営状況分析審査申請

経営状況分析
申請書

①経営状況分析審査申請

経営状況分析
結果通知書

（Ｙ）
②経営状況分析結果通知

経営状況分析
結果通知書

（Ｙ）
②経営状況分析結果通知

経営状況分析
結果通知書

（Ｙ）

経営規模等評価申請書
総合評定値請求書

③経営規模等評価申請
総合評定値請求

※三重県では所定の審査
受付日程を設定

経営状況分析
結果通知書

（Ｙ）

経営規模等評価申請書
総合評定値請求書

③経営規模等評価申請
総合評定値請求

※三重県では所定の審査
受付日程を設定

結果通知書
総合評定値（Ｐ）

④総合評定値通知
※受付の翌々月２０日頃通知

結果通知書
総合評定値（Ｐ）

④総合評定値通知
※受付の翌々月２０日頃通知



6 

６．虚偽の申請者への罰則規定及び行政処分 

【建設業法第５０条第１項第４号、第５２条第４号、第５３条】 

経営事項審査においては、下記に該当する行為をした場合には罰則（拘禁刑又は罰金）に処せられ

ることがあります。 

【建設業法第２８条第１項第２号、第２８条第３項】 

（１）申請書類に虚偽の記載をして提出したもの 

（２）審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したもの 

また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た経営事項審査結果通知書を各発注機関に提出

した場合等、契約行為に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示又は営業停止（行政

処分）に処せられることがあります。 

なお、三重県では、これらを原因として資格停止の措置も実施しています。 

 

７．経営規模等評価手数料及び総合評定値請求手数料 

（表 2）手数料一覧 

1 11,000 円 10,400 円 600 円 16 48,500 円 44,900 円 3,600 円

2 13,500 円 12,700 円 800 円 17 51,000 円 47,200 円 3,800 円

3 16,000 円 15,000 円 1,000 円 18 53,500 円 49,500 円 4,000 円

4 18,500 円 17,300 円 1,200 円 19 56,000 円 51,800 円 4,200 円

5 21,000 円 19,600 円 1,400 円 20 58,500 円 54,100 円 4,400 円

6 23,500 円 21,900 円 1,600 円 21 61,000 円 56,400 円 4,600 円

7 26,000 円 24,200 円 1,800 円 22 63,500 円 58,700 円 4,800 円

8 28,500 円 26,500 円 2,000 円 23 66,000 円 61,000 円 5,000 円

9 31,000 円 28,800 円 2,200 円 24 68,500 円 63,300 円 5,200 円

10 33,500 円 31,100 円 2,400 円 25 71,000 円 65,600 円 5,400 円

11 36,000 円 33,400 円 2,600 円 26 73,500 円 67,900 円 5,600 円

12 38,500 円 35,700 円 2,800 円 27 76,000 円 70,200 円 5,800 円

13 41,000 円 38,000 円 3,000 円 28 78,500 円 72,500 円 6,000 円

14 43,500 円 40,300 円 3,200 円 29 81,000 円 74,800 円 6,200 円

15 46,000 円 42,600 円 3,400 円

申　請
業種数

申　請
業種数経営規模等評価

総合評定値請求

1

経営規模等評価 総合評定値請求

2 3

経営規模等評価
総合評定値請求

経営規模等評価 総合評定値請求

申請等の区分（申請書項番「０５」） 申請等の区分（申請書項番「０５」）

1 2 3

手数料の額は、建設業法施行令及び三重県手数料条例により定められています。 

 

Ⅱ 申請手続 

１．経営規模等評価申請等 

（１）受付日程 

三重県ホームページに掲載されている「経営事項審査日程表」の会場及び日程で行います。 

（https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001128488.pdf） 

必ず予約申込期限までに審査会場を管轄する建設事務所（Ｐ10～11参照）へ審査日時を予約して

ください（電話可）。予約がない場合、審査をお断りする場合がありますので、ご了承ください。 

※原則、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所で受審してください。 

やむを得ない理由で受審できない場合は、他の建設事務所で審査を受けた後、その審査済の 

申請書類を速やかに主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ提出してください。 

  ※電子申請の場合は、三重県ホームページ「建設業のための広場」をご覧ください。 

（https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/m0158300131.htm） 

 

（２）相手方の確認（平成 30年 7月から実施） 

審査会場の受付窓口または県の総合審査において、経営規模等評価申請書を提出される方の確認

をさせていただきます。

https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001128488.pdf
https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/m0158300131.htm
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（３）審査の順序（電子申請の場合は指示がある場合を除き来場不要です。） 

  当日の審査会場では、建設事務所の指示に従い、次の順序で審査に臨んで頂くことになります。 

  ①受付→②要員審査→③総括審査→④総合審査→⑤申請書受付 

  ※受付には予約された時間でお越しください。 

  ※受付後、審査が自社の順番になるまでの間は、待合席にて静かにお待ちください。 

  ※審査の順番は当日の受付順にご案内しますが、申請内容による審査の進み具合により、③総括 

審査以降の順番が前後することがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

（４）審査における注意事項 

審査会場で受審できるのは、申請者（従業員を含む）、行政書士(補助者除く)等の代理人・作成権限 

のある書類作成者に限られます。審査を円滑に行うために書類を事前に整理し、申請書の記載項目

に関して、審査員の求めに応じ速やかに必要書類の提出又は提示ができるようにしてください。 

なお、審査員に対し、挑発や威圧的な態度あるいは威嚇を伴うような行動は厳に慎んでください。 

審査中に大声を張り上げる等、審査の妨げとなるような行為があった場合には、直ちに審査を中

止し退場して頂きます。 

 

（５）補正指示書 

  審査を円滑に実施するために、審査に際しては補正指示書を使用し、審査上、要件に適合してい 

ない事項や不備がある事項に対し、補正指示を行うこととしています。 

  この補正指示書は、審査上の次回への申し送りも兼ねておりますので、受付後に申請書控えとし 

てお渡しする際に、申請書に併せて綴じてお渡しさせて頂いております。初めて審査を受けられる 

場合を除き、直近の申請書控えとして、ご持参頂くようお願いします。 

 

（６）受付後の申請書類の取扱い 

  審査の適否は持参書類にて判断しています。申請者側に起因する理由での申請書類の誤り（持参 

書類の不備を含みます。）については、受付後での記載内容の修正、不備のあった書類の差し替え、 

追加はできませんので、申請書類の記載内容、持参書類については、お間違えや不備のないように 

十分にご注意ください。但し、審査会場において審査保留となり、その旨、補正指示書に記載され 

ている申請については除きます。 

申請書類の受付後、結果通知書が出るまでの間で、申請書類の記載内容の修正や審査で認められ 

なかった項目について再度審査を求められる場合には、取下げのうえ、日を改めて申請頂くことに 

 なります。（取下げ願い（任意様式：申請者名での記名要、取下げの理由を記載のこと）を作成のう

え提出ください。） 

※取下げ後の申請に際しては、改めての審査手数料の納付が必要となります。 

 ※取下げから改めての申請を行うことにより、経審切れを生じることがあっても、その責任は負 

いかねますので、あらかじめ、ご了承ください。 

※受付済の申請書及び審査手数料は返却いたしませんので、あらかじめ、ご了承ください。  

 

（７）申請内容に対する照会 

  申請書類の受付後に申請内容について、許可行政庁から照会を行うことがあります。この場合に 

 申請内容に対して、報告又は資料の提出を求めることがあります。（建設業法第２７条の２６第４項） 

  また審査後に申請内容に対する疑義が生じた場合には、事実関係を調査のうえ、審査の受け直し 

（有料：改めての審査手数料の納付が必要となります。）を指示することがありますので、ご注意 

ください。 

 

（８）行政書士による代理申請 

  申請者から委任を受けた行政書士が代理申請する場合、申請書の申請代理人欄に行政書士の住所、

氏名及び電話番号を明記のうえ、職印を押印して申請してください。また、郵送・事前持込の場合

は必ず行政書士証の写しを１申請者ごとに１部同封し、予約時間帯での審査会場からの電話につい

ては、必ず代理人行政書士が対応してください。 

行政書士法第１条の３に基づく代理申請による場合、申請者からの委任状（写し可、押印の有無

は問いません。正本副本に添付。代理受領の場合は受領権限が委任されていること。）を添付して

ください。 
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なお、本人による申請及び法律に定めのある場合を除き、行政書士または行政書士法人でない者

が「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出

する書類の作成を業として行うことは、法律で禁止されています。 

 

（９）同一審査基準日の受け直しについて 

受審後、同一の審査基準日で申請内容を変更して審査を受け直しすることはできません。 

ただし、受審後に、業種の追加を行い、その業種を審査対象業種とする場合は、次の審査基準日 

 を迎えるまでは、再度、同一審査基準日で申請することができます。（業種の追加を行った場合に必

ずしも受審する義務はありません。） 

 

○同一審査基準日で申請する場合の提出・提示書類 

（提出）■経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 

・項番０２、０８～１５は、再度申請時点での内容で記入します。 

（０３～０７は、当初申請時の内容のままです。） 

・項番１６は、新たに審査対象とする業種と、前回申請業種の両方を記入します。（追加業種は〇で囲む） 

・項番１７以降は、前回申請時における内容に、新たに審査対象とする業種の完成工事高や技術職員の記載

を追加する形で記入します。（新たに審査対象とする業種以外は変更できません。） 

※既に２業種の選択をしている技術職員については、資格・業種の変更はできません。 

・経営状況分析結果通知書は、前回の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書に添付してあるもののコピ

ーを添付します。 

（提示）■新たに審査対象とした業種の契約関係確認書類および技術職員関係確認書類（該当が 

ない場合は不要） 

（提示）■前回申請時の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（本人控） 

 

 

審査会場では、新たに審査対象とした業種についてのみ審査を行います。 

それ以外の審査項目については、原則、前回申請時と同内容が記載してあるか、返還した前回

の経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（本人控）の副本で確認します。 

その他の確認資料は持参不要です。 
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                                    別紙 

経営事項審査申請の受付方法等について  

 

※令和５年１月以降、インターネットでの申請（電子申請）による受付も可能です。詳しくは、三重

県ホームページ「建設業のための広場」をご覧ください。なお、紙申請について廃止の予定はなく、

審査内容や結果通知などに関して電子申請との違いはありません。 

以下では、従来どおり紙による申請（紙申請）の場合の受付方法について記します。 

 

経営事項審査の受審について、当日の書類提出による受付に加えて、郵送及び窓口での書類の事前

預かりによる受付も行っています。受付方法等注意事項については、下記のとおりですが、詳細につ

いては受付窓口にて確認をお願いします。 

 

○受付について 

・当日の書類提出 

会場受付にて、連絡先、受審業種数を申し出て頂いたうえで、全ての書類を提出していただき、

受付後は連絡がとれる状態にて審査会場外でお待ち下さい。提出書類に疑義がある場合等に審査員

から連絡する場合がありますので、連絡があった際は速やかに対応をお願いします。 

なお、審査終了後は伺った連絡先に連絡致しますので、受領に受付までお越しください。 

 

・郵送及び窓口での書類の事前預かり 

郵送を希望される場合は、事前に審査会場を管轄する建設事務所総務課担当者にご連絡のうえ、

審査予約日の３開庁日前までに申請書類、提示書類及び返信用レターパックを、審査会場を管轄す

る建設事務所総務課あて送付してください（必着のこと）。封筒の表面に、必ず日中に連絡がとれ

る電話番号をご記入下さい。 

  確認用として、提出する副本とは別に申請書類及び提示書類一式を複写してお手元に保管下さい。

審査終了後には返信用レターパックで副本をお手元に送付します。 

  なお、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所以外の会場で郵送により経営事項審査を受審

した場合は、受審した会場を管轄する建設事務所の受付印で封印された封筒が送付されますので、

開封せずに主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所へ持参してください。 

窓口での書類の事前預かりを希望される場合は、事前に審査会場を管轄する建設事務所へ連絡の

うえ、審査予約日の３開庁日前までに提出をお願いします。 

予約日直前には混み合いますので、余裕を持っての提出にご協力ください。 

 

〇確認書類について 

これまで当日審査会場にお持ちいただいていた持参書類（原本）に代えて、確認書類として資料（写

し）の提出（できるだけ両面コピーとしてください）を求めます。（但し、コピー枚数が多い場合な

どの理由から、従来どおり受審当日に原本書類を提示頂くことでも差し支えないものとします。） 

なお、許可申請書、決算変更届など、許可申請時等に提出済の書類であっても、取り扱いについて

は対面審査の場合と同様としますので、副本又は写しを同封してください。 

※確認書類については、各書類に番号を記した付箋を添付して頂くなど、審査の円滑な進行にご協

力をお願いします。（付箋に記す番号は、「（１０）提出書類（表３）経営事項審査提出書類一覧表」

の確認書類の番号（№）を参考としてください。） 

工事確認にかかる契約書、注文書・請書等については、業種ごとに工事経歴書に記載順の上から３ 

件分工事名を記載した工事のみで３件に満たない場合で、その他工事がある場合は、３件分になるよ

う、その他工事のうちのどれかの工事書類が必要です。工事名、契約額、工期、工事内容が確認でき

る部分のコピーを提出して下さい。（前年度未受審の場合は、２期分ないし３期分必要です。） 

契約書、注文書・請書等の右上余白部分に、業種、工事経歴書記載順に番号を記入して下さい。（例．

土木一式工事の場合：土―１、土―２） 
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〇郵送による受付の場合の書類等の郵送について 

個人情報を含む書類が含まれること、申請手数料（三重県収入証紙）を貼り付けの上提出をいただ

くことから、信書便（レターパック（赤）や書留郵便）など、確実に受け取り確認ができる方法によ

り送付して下さい。※レターパック（青）や普通郵便は不可。 

表面に送付物「経営事項審査申請書在中」と朱書して下さい。 

 郵送料は申請者の負担となります。 

 郵便事故に関し、県は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 

 

〇郵送による受付の場合の申請手数料について 

申請手数料は、受審業種数に応じた額面金額の県証紙を、収入証紙納付書様式に貼付して同封し 

て下さい。県証紙は、指定金融機関の百五銀行等でお買い求め頂けます。 

〔三重県収入証紙の販売場所一覧〕http://www.pref.mie.lg.jp/D1SUITO/39046033383.htm 

 

〇当日の審査について 

審査については、いずれの提出方法であっても、審査会場で当日審査を実施します。 

当日提出の場合は、書類一式を受付にて預かったのち、会場からいったん退出していただきます。 

補正等が必要な場合には、受審日に電話やファックス等にて連絡しますので、審査を円滑に行うた

めに、当日は連絡が取れるようにして頂き、速やかな対応をお願いします。 

連絡が取れず追加の書類が提出されない場合は審査内容にかかる不利益を被ることがありますの

で予めご了承下さい。 

近年、審査時間が長くなっております。審査を円滑に行うために、書類提出にあたっては不備や過

不足がないよう「経営事項審査申請の手引き」を確認のうえ、準備をお願いします。書類は整理し、

必要な箇所に付箋を貼るなど、スムーズな審査進行にご協力をお願いします。 

審査件数の増加に伴い、午前中で予約を頂いた方であっても、審査完了が午後になることもござい

ます。また、補正対応等により、お預かりした書類一式を当日中に返却できない場合もございますの

で予めご了承下さい。 

 

〇郵送受付による審査の場合の申請書控えの返送について 

紙申請の場合は、審査完了後、受付印及び審査済印を押印した申請書の副本を返送します。 

返送先を記入した返信用のレターパック（赤）を必ず同封して下さい。 

 

〇申請に係る問い合わせ及び郵送受付による場合の郵送先  

（審査会場を管轄する建設事務所の所在地に郵送して下さい。） 

提出先 住所 電話番号 

 
桑名建設事務所 

総務課 

〒511-8567 

桑名市中央町 5丁目 71 
0594-24-3661 

 
四日市建設事務所 

総務課 

〒510-8511 

四日市市新正 4丁目 21-5 
059-352-0665 

 
鈴鹿建設事務所 

総務課 

〒513-0809 

鈴鹿市西条 5丁目 117 
059-382-8680 

 
津建設事務所 

総務課 

〒514-8567 

津市桜橋 3丁目 446-34 
059-223-5200 

 
松阪建設事務所 

総務課 

〒515-0011 

松阪市高町 138 
0598-50-0577 

 
伊勢建設事務所 

総務課 

〒516-8566 

伊勢市勢田町 628-2 
0596-27-5197 

 
志摩建設事務所 

総務課 

〒517-0501 

志摩市阿児町鵜方 3098-9 
0599-43-5125 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1SUITO/39046033383.htm
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伊賀建設事務所 

総務課 

〒518-8533 

伊賀市四十九町 2802 
0595-24-8200 

 
尾鷲建設事務所 

総務課 

〒519-3695 

尾鷲市坂場西町１番１号 
0597-23-3524 

 
熊野建設事務所 

総務課 

〒519-4393 

熊野市井戸町 371 
0597-89-6142 

 県土整備部建設業課 
〒514-8570 

津市広明町 13 
059-224-2660 

※国土交通省が定める「経営事項審査の事務取扱いについて（通知）」による事業承継（認可など）に

ついては、建設業課（本庁）審査になる場合がありますので、事前に連絡をお願いします。 

※事前のお問い合わせは、当日の審査通過を担保するものではありませんのでご了承ください。 

 

（１０）提出書類（提出部数 正本１部 副本１部）※提出書類はＡ４片面で印刷してください。 

（表 3）経営事項審査提出書類一覧表  

No. 書 類 名 摘  要 記入例 

1 

経営規模等評価申請書 

経営規模等評価再審査申立書 

総合評定値請求書 

（様式第二十五号の十四) 

記入要領及び記入例参照 

（申請者の押印は不要。ただし行政書士の代理申

請及び行政書士が書類を作成した場合の職印の

押印は必要） 

P84～ 

P88 

2 

工事種類別完成工事高 

工事種類別元請完成工事高（別紙一） 

課税事業者は消費税抜き 

免税事業者は消費税込み ※１ 

P89～ 

P92 

工事種類別完成工事高付表（別記様式

第１－２号） 

完成工事高の積み上げを行う場合のみ添付して

ください。詳細はP35～P40を参照。 
P38 

工事種類別完成工事高付表（別記様式

第１－１号） 

完成工事高の分割分類を行う場合のみ添付して

ください。詳細はP41を参照。 
P41 

3 工事経歴書（様式第二号） 
変更届出書（事業年度終了届出書）等で提出して

いる場合は添付不要。 ※２、※３ 
P95 

4 技術職員名簿(別紙二） 

建設業に従事する職員のうちP117～P119の資格

者等に該当する者を記入 

※P48～P51も参照してください。 

P99 

5 その他の審査項目(社会性等)(別紙三) 

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組

の状況、建設業の営業継続の状況、防災活動への

貢献の状況、法令遵守の状況、建設業の経理の状

況、研究開発の状況、建設機械の保有状況、国又

は国際標準化機構が定めた規格による認証又は

登録の状況について記入 

P101 

6 
様式第４号（ＣＰＤ単位を取得した 

技術者名簿） 

技術職員名簿（別紙二）に記載がない者でＣＰＤ

単位を取得した者を計上する場合に提出 

※常勤性の確認資料（確認書類No.8）及び技術資

格を証する確認資料（確認書類No.9）が必要。 

※ＣＰＤ単位取得者の該当がない場合又は技術

職員名簿に記載した者以外にＣＰＤ単位取得

者がいない場合は提出不要。 

※この様式を提出する場合は、様式第５号（技能

者名簿）も併せて提出が必要（0人の場合も「0」

（人）と記入して提出。詳細は※４を参照。）。 

P72 

7 様式第５号（技能者名簿） 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番46「ＣＰ

Ｄ単位取得数」又は項番47「技能レベル向上者数」

に計上する場合に提出。※４ 

※技能者に計上する場合は、技術職員と同様の 

 常勤性の確認資料（確認書類No.8）が必要。 

P75 

8 様式（ＣＰＤ単位取得数計算シート） ＣＰＤ単位を取得した者がいる場合に提出 P77 

9 収入証紙納付書 三重県収入証紙を購入のうえ、貼付  



12 

10 経営状況分析結果通知書 
申請書項番05「申請等の区分」が「1」、「3」、

「4」の場合、添付が必要。（正本には原本添付） 

 

 

 

11 

次の①～④のいずれかの認定に係る、

「基準適合事業主認定通知書」又は「基

準適合一般事業主認定通知書」等の写

し 

①「えるぼし認定（１段階目）」 

②「えるぼし認定（２段階目）」 

③「えるぼし認定（３段階目）」 

④「プラチナえるぼし認定」 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番48「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律に

基づく認定の状況」が「1」の場合は①、「2」の

場合は②、「3」の場合は③、「4」の場合は④を

添付が必要。「5」の場合は添付不要。  

審査基準日時点で取得している認定のうち、最も

配点が高いものだけが評価対象となります。※５ 

 

12 

次の①～④のいずれかの認定に係る、

「基準適合事業主認定通知書」又は「基

準適合一般事業主認定通知書」等の写

し 

①「くるみん認定」 

②「トライくるみん認定」 

③「プラチナくるみん認定」 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番49「次世

代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」が

「1」の場合は①、「2」の場合は②、「3」の場

合は③を添付が必要。「4」の場合は添付不要。 

審査基準日時点で取得している認定のうち、最も

配点が高いものだけが評価対象となります。※５ 

 

13 
各都道府県労働局が発行した、ユース

エール認定通知書の写し 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番50「青少

年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の

状況」が「1」の場合は添付が必要。「2」の場合

は添付不要。※５ 

 

14 

様式第６号（建設工事に従事する者の

就業履歴を蓄積するために必要な措置

を実施した旨の誓約書及び情報共有に

関する同意書）※６ 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番51「建設

工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために

必要な措置の実施状況」が「1」又は「2」の場合

は添付が必要。「3」の場合は添付不要。 

※ＣＣＵＳ上で事業者情報が登録されているこ

とが分かる書類（ＣＣＵＳの帳票「3-1 事業者

情報」等）を確認書類として持参してください。 

P78 

15 

様式第７号（建設技能者を大切にする

企業の自主宣言制度」に関する誓約書） 

及び自主宣言制度において宣言してい

ることを証する書面（宣言書）※７ 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番52「建設

技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言

の有無」が「1」の場合は添付が必要。「2」の場

合は添付不要。 

P80 

16 

防災協定書の写し及び証明書 

※新規又は、昨年度と内容に変更があ

る場合のみ提出必要。昨年度と同じ内

容で、期間のみ更新又は継続の場合に

限り、提出書類ではなく確認書類とな

る。（代表者名や会社の住所のみの変更の

場合は昨年度と同じ内容とみなします。） 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番55「防災

協定締結の有無」が「1」の場合は添付が必要。 

※証明書の証明者印は必要。写し不可。 

※昨年度と同じ内容かつ、期間のみ更新又は継続

の場合は、確認書類No.14参照 

 

 

17 

①有価証券報告書の写し又は監査証明

書の写し（無限定適正意見又は限定付

適正意見が付されているもの） 

②会計参与報告書の写し 

③経理処理の適正を確認した旨の書類 

 （別添含む） 

※③は項番59「公認会計士等の数」に

掲げられた者のみが作成可能。 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番58「監査

の受審状況」が「1」の場合は①、「2」の場合は

②、「3」の場合は③の添付が必要。「4」の場合

は添付不要。 

 

18 

別添様式「建設機械の保有状況一覧表」 

及び 

①建設機械の売買契約書等の写し 

②建設機械のリース契約書の写し 

③特定自主検査記録表、自動車検査証

記録事項又は移動式クレーン検査証

の写し（P67～69参照） 

※①～③は、新規掲載分のみ提出。 

 継続の場合は確認書類として提示。 

確認書類 No.16参照。 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番62 

「建設機械の所有及びリース台数」が「0」以外

の場合、別添様式「建設機械の保有状況一覧表」

に加え、自社所有の場合は①＋③、リース契約の

場合は②＋③の添付が必要。 

但し、提出資料は15台分までで可。 

P18～20 注11～15も参照。  

別添様式

P64 

記入例 

P66 
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19 

一般財団法人持続性推進機構が発行し

た、エコアクション２１の「認証・登

録証」の写し 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番63 

「エコアクション２１の認証の有無」が「1」の

場合、添付が必要。 ※８ 

 

20 

（公財）日本適合性認定協会（JAB）又

はJABと相互認証している認定機関に

認定されている審査登録機関が認証し

たISO9001、ISO14001の認証を証する書

類の写し 

※当面の間、確認書類でなく提出書類

とします。 

申請書別紙三（その他の審査項目）項番64、65

それぞれについて、登録の有無が「1」の場合、

添付が必要。  

※認証範囲に建設業が含まれていない場合や認

証範囲が一部の支店等に限られている場合（会

社単位（建設業許可を取得している全営業所：

登記の有無にかかわらず）で認証されている必

要があります。）は不可。 

 

21 

公認会計士・税理士等による「資本性借入

金」該当証明書 

※項番 17「自己資本額」において、資本性

借入金のうち自己資本とみなす金額を加算

した自己資本額を記載した場合に必要 

平成20年国土交通省告示85号「建設業法第27条の23第

３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」第一

の四５(二)イに規定する公認会計士等が証明した証明

書（資本性借入金を自己資本に加算した場合のみ必要） 

 

 委任状（代理申請の場合） 

写し可、押印の有無は問いません。 

正本、副本両方に添付すること。代理受領の場合

は、受領権限が委任されていることが必要。 

P106 

～107 

 
経営事項審査申請書類確認書（三重県

知事許可業者用） 

P22（表5）のチェック表を使用してください。 

この書類については、１部提出してください。 
 

※１ 契約後 VE に係る完成工事高の評価の特例の利用を行う場合、契約後 VE による契約額の減額金額が
証明できる書類を提出してください。 

※２ 建設業の許可を取得して間もない場合や業種追加をした直後に申請するため、工事種類別完成工事
高（別紙一）で 2 年平均あるいは 3 年平均の選択した期間に対応する工事経歴書（様式第二号）を、
建設業許可申請書等（事業年度終了届出書を含む）に添付して提出していない場合は添付が必要です。 

※３ 建設業許可申請書等（事業年度終了届出書を含む）に添付した工事経歴書（様式第二号）の記載が
当該記載要領３(1)によらない場合は、当該記載要領３(1)に適合した工事経歴書（様式第二号）の添
付が必要です。当該記載要領３(1)に適合した工事経歴書（様式第二号）の記載方法は、Ｐ９５を参照
してください。 

※４ 様式第５号（技能者名簿）の提出の要・不要については、下図のとおりです。ＣＰＤ単位取得数は、
項番 46 に記載するＣＰＤ単位取得数が「0」以外ならば下図の「有」に該当するので、たとえ技能者
数が０人であっても、様式第５号の合計人数に「0」（人）と記入して提出してください。 

― 
技能レベル向上者数 

有 無 

ＣＰＤ 
単位 
取得数 

有 提出必要 
提出必要 

（技能者数が 0人でも
「0」(人)と記入） 

無 提出必要 提出任意 

※５ 審査基準日以前に認定・認証を受けており、かつ、審査基準日において、取消又は辞退がなされて
いないことが必要です。 

※６ 評価対象となる「民間工事を含む全ての建設工事」及び「全ての公共工事」については、日本国内
以外の工事、建設業許可を要しない軽微な工事（請負代金額 500万円未満（建築一式工事の場合は 1,500
万円）の工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150㎡に満たない木造住宅を建築する工事）、災害協
定に基づき行う災害応急対策及び既契約において発注者の指示により行う災害応急対策は、対象とな
りません。また、審査基準日以前１年のうちに、審査対象工事を１件も発注者から直接請け負ってい
ない場合には、加点されません。 

加点対象となるのは、次の①～③の全てを実施している場合です。 
①CCUS上での現場・契約情報の登録 
②建設工事に従事する者が直接入力によらない方法（就業履歴データ登録標準 API 連携認定システ
ムにより、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等）で CCUS上に就業履歴を蓄積でき
る体制の整備 

③経営事項審査申請時における様式第６号の提出。 
※７ 宣言書は、自主宣言制度ＨＰにおける各宣言企業の詳細ページのうち「宣言内容」をダウンロード

することで取得可能です。 
【加点措置の要件】 
審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されていることが必要です。 

  【誓約内容】 
・自主宣言制度において宣言した取り組みについて、取組開始日以降行う又は行っている旨の誓約 
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※８ 審査基準日が有効期限内のものであることが必要です。また、「認証・登録証」に「段階的認証」又
は「サイト認証」と記載があり、かつ、認証範囲に建設業が含まれていない場合や一部の支店等に限
られている場合には、加点対象となりません。なお、判定結果通知書の場合は認められません。 

   また、地域版ＥＭＳの相互認証は確認書類ではなく、一般財団法人持続性推進機構が発行した、エ
コアクション２１の「認証・登録証」の写しが必要です。 

 

（11）確認書類 

(表４)確認書類一覧表〔三重県知事許可業者用〕 

No. 書 類 名 摘    要 
チェ 

ック 

１ 経営事項審査結果通知書 申請時点で直近の結果通知  

２ 
経営事項審査申請書（本人控） 

注 1） 
申請時点で直近の申請書控（P49 3.(3)イの「なお」以降も参照）  

３ 建設業許可申請書（本人控） 申請日時点で有する全ての許可に係る最新のもの  

４ 

変
更
等
届
出
書
（
本
人
控
） 

変更届出書（事業年度終了届

出書） 

注 2） 

直前決算２年又は３年分 
※財務諸表、工事経歴書、直前３年の各事業

年度における工事施工金額について、課税

事業者は消費税抜き、免税事業者は消費税

込みで作成してください。 

未提出の方は審査が受

けられませんので、必

ず事前に提出してくだ

さい。 

※法定期限内の提出で

あっても、書類不備が

見受けられる場合があ

りますので早めにご提

出ください。 

 

経営業務の管理責任者、営業所

技術者等（建設業法第７条第２号に

規定する営業所技術者及び同法第 15

条第２号に規定する特定営業所技術

者をいう。以下同じ。）、商号、営業

所の所在地、資本金、役員、個

人事業主の氏名等の変更届 

変更のあった場合のみ必要 

※新規許可又は直近の更新以降にあっ

た変更にかかるもの全て 

 

５ 廃業届（本人控） 新規許可又は直近の更新以降に一部業種の廃業がある場合のみ必要  

６ 

決算関係書類 

（審査基準日以前 2 年又は 3 年の

間に終了した事業年度に係る分） 

注 3） 

（電子申告の場合は、申告データ

及び受信通知を出力したもの） 

法人 
法人税確定申告書の控及び添付書類 

決算報告書、別表等 

 

個

人 

青
色 

確定申告書、青色申告決算書及びその添付資料 
 

白
色 

確定申告書、収支内訳書 

年間完成工事高の確認できる書類 

 

共 通 消費税確定申告書（免税事業者は不要）  

７ 消費税納税証明書（その１）注 4） 審査対象事業年度分の原本又は写し※免税事業者についても必要  

８ 

技術職員、技能者及び公認会計士

等の雇用等が確認できる書類 

注 5） 

審査基準日以前６ヶ月を超える雇用（ただし、項番５９「公認会計

士等の数」及び項番６０「二級登録経理試験合格者等の数」に計上

する者については、審査基準日時点の雇用）が確認できる書類 

（「１」及び「２」両方の書類の持参が必要です。） 

１．雇用保険事業所別被保険者台帳（基準日以降に発行されたもの）

又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

（出向者については、審査基準日以前６ヶ月を超える出向契約書又

は出向協定書） 

２．申請時直近の標準報酬月額決定通知書（健康保険・厚生年金保

険被保険者標準報酬決定通知書） 

（ただし、掲載されていない 70 歳以上被用者に該当する場合は、

『厚生年金保険 70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額

のお知らせ』） 

※上記の書類で確認できない場合は、「源泉徴収簿」及び「賃金台

帳」や、「履歴事項全部証明書」等の雇用が確認できる資料が必

要です。 

※紛失した場合は、再発行可能かご確認願います。 

 

技術職員のうち高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者

（６ヶ月超前からの雇用者：65歳以下に限る）がある場合 

継続雇用制度対象者であることを証する会社の代表者の記載の

ある書面（様式第３号） P30参照 
※常時 10 人以上の労働者を使用する企業の場合は、併せて継続雇用制度

について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則も必要 
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９ 

技術職員の資格等を証する書類 申請しようとする資格に関する合格証明書、免許証、登録証、免状、

合格証書、能力評価（レベル判定）結果通知書等。 

ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合は、その写しで可（こ

の場合は有効期限が切れていても可）。注 6) 

※ 実務経験が必要な資格については実務経験証明書 注 7） 

※ 登録基幹技能者講習を修了した者については登録基幹技能者

講習修了証（登録基幹技能者講習修了証に基幹技能者が申請し

た実務を有する業種名が記載されるので、その業種で申請があ

った場合のみ加点評価の対象です。有効期限内のもの）の写し 

※ 認定能力評価基準によりレベル４又はレベル３と判定された 

者は能力評価結果通知書（評価年月日は、審査基準日より前の日付） 

※ 講習受講で加点の場合は監理技術者資格者証の写し及び監理

技術者講習修了証の写し 注 8） 

※ ＣＰＤ取得単位数がある場合は、審査基準日前１年間に取得し

たＣＰＤ単位取得数を証する書面（ＣＰＤ受講証明書等） 

※ 監理技術者補佐の場合は主任技術者としての資格を証する書

類と 1級技士補の資格証（一次試験合格通知書）の双方が必要 

 

10 

建設工事の担い手の育成及び確保

に関する取組の状況を確認する書

類 

 

※申請書別紙三（その他の審査項

目）項番 41 から項番 43 の各項目

をそれぞれ「有」として申請する

場合に必要。 

【建退共】 

建設業退職金共済事業加入・履行証明書（経営事項審査用）で審査

基準日が含まれるもの 

 

 

【退職一時金・企業年金】 

次のいずれかの書類（「就業規則書」を除き、いずれも審査基準日

の含まれるもの） 

●勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度 

中退共の加入証明書、共済契約書 

●特定退職金共済団体の加入証明書又は共済契約書 

●退職手当の定めがある就業規則書（ただし、常時１０人以上の労

働者を雇用している場合は、労働基準監督署の届出印のあるも

の。また、財源が明らかでないものは不可。） 

●厚生年金基金の加入証明書あるいは領収証書 

（審査基準日を含む月の掛け金を納付したもの） 

●確定給付企業年金の導入が確認できるもの 

（基金型にあっては企業年金基金の発行する加入証明書、規約

型にあっては資金管理運用機関の発行する加入証明書） 

●確定拠出年金（企業型）の導入が確認できるもの 

（確定拠出年金管理運営機関の発行する加入証明書） 

●適格退職年金として認可を受けた保険等の契約書 

 

 

【法定外労災】 

次のいずれかの書類（審査基準日において有効なもの） 

●（公財）建設業福祉共済団加入証明書 

●（一社）全国建設業労災互助会加入証明書 

※「新労災（傷害プラン）補償制度」、「労災上積み補償制度」

は可ですが、「第三者賠償補償制度」は認められません。 

●中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者（全日本火災共

済協同組合連合会等）の労働災害補償共済契約加入証明書 

●（一社）全国労働保険事務組合連合会の労働災害共済加入証明書 

●民間保険事業者との直接契約の場合 

以下の要件がすべて確認できる保険証券（証券だけで確認が

難しい場合には、約款、契約明細書等も持参のこと。）又は加入

証明書（様式例は P82参照）  

①通勤災害（出勤及び退勤中の災害）も補償対象であること 

②すべての下請業者の職員も補償対象であること 

③補償の範囲が死亡・労災障害等級 1～7級すべてを対象として

いること 

●公益法人の建設業者団体が取り扱う団体保険の場合 

建設業者団体又はその団体保険を扱う保険会社が発行する団

体保険制度の加入証明書で、上記①～③要件がすべて確認でき

るもの 

※ 保険会社の保険については、政府の労働災害保険の概算・確定

保険料申告書及び領収証書（審査基準日を含む年度の分）も必

要です。詳しくは P53ウ(ウ)ｂをご覧ください。 
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11 

CCUS 上で事業者情報が登録されて

いることが分かる書類（CCUS の帳

票「3-1 事業者情報」等） 

項番 51「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要

な措置の実施状況」が「1」又は「2」の場合に必要 
 

12 営業年数を確認できる書類 最初の許可申請書又は許可通知書（No.3）で代用可能  

13 

民事再生法又は会社更生法の適用

を確認する書類 

 

※申請書別紙三（その他の審査項

目）項番 54を「有」で申請する

場合に必要。 

手続開始の決定日を証明する書面 

手続終結の決定日を証明する書面（官報公告の写し等） 

※審査対象事業年度に受けた決定にかかるもの 

 

 

 

14 

防災協定締結の有無を確認できる

書類（内容変更がなく、期間のみ

更新又は継続の場合） 

※申請書別紙三（その他の審査項

目）項番 55「防災協定の締結の

有無」が「1」の場合に必要。 

※新規又は内容変更ありの場合

は、防災協定書の写し及び証明

書の提出（提出書類一覧表の

No.16）が必要です。  注 9） 

・国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

る法律第 2条第 1項に規定する特殊法人等）又は地方公共団体と

申請者が協定を直接締結している場合は、防災協定書の写し（証

明書は不要） 

 

・社団法人等の団体が防災協定を締結している場合は、申請者が審

査基準日時点で一定の役割を負っていることを証する、当該団体

の長が発行した証明書（確認書類の場合は写し可。防災協定書の

写しは不要） 
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登録経理試験等の資格等を証する

書類 注 10) 

 

登録経理試験（建設業経理士１、２級）、公認会計士、及び税理士

の資格を有する者の資格者証、合格証明書、研修・登録経理講習修

了証等 
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建設機械の保有状況を確認できる

書類 注 11） 

 

※新規掲載分は提出書類。 

継続分は確認（提示）書類。 

 

※申請書別紙三 項番 62 を「0」

以外で申請する場合に必要。 

別添様式「建設機械の保有状況一覧表」(P64)を提出するとともに、

以下の①及び②を提示。（確認資料は１５台分までとする。） 

① 審査基準日において自ら所有又はリース契約していることを

証する書類（下記ア、イ、ウのいずれか） 注 12） 

 ア 売買契約書の写し 注 13） 

 イ 譲渡証明書、売買証明書等の写し 注 13） 

 ウ リース契約書の写し 

   ※ リース契約の場合は、審査基準日から将来に渡って 1 年 7

ヶ月以上の使用期間のあるものに限ります。 注 14） 

②対象機械が正常に稼働する状態であること及び種別または規格 

を確認できる書類 

 （特定自主検査記録表、自動車検査証記録事項又は移動式クレー 

ン検査証の写し）注 15） 

 

17 

知識及び技術又は技能の向上に関

する取組の確認書類 

注 16） 

※項番 46「ＣＰＤ取得単位数」、 

項番 47「技能レベル向上者数」 

に計上する場合に必要。 

・項番 46「ＣＰＤ取得単位数」に計上する場合は、審査基準日以

前１年内に取得した、ＣＰＤ認定団体が記載されたＣＰＤ単位取

得数を証する書面（ＣＰＤ受講証明書、学習履歴証明書等） 

（証明期間は、審査対象事業年度のもの） 

  

・項番 47「技能レベル向上者数」に計上する場合は、次の①及び

②の書類 

①審査基準日時点における能力評価（レベル判定）結果通知書（※） 

②様式第５号（技能者名簿）に記載された者が１名以上ある場合、

人数が確認できる、作成建設業者（元請負人）又は下請負人とな

って施工したものに係る施工体制台帳のうちの作業員名簿の写

し（審査基準日時点で稼働している工事分の名簿で確認。当該名

簿で確認できない者は、完成日が審査基準日に近い工事分の名簿

で確認。作成義務のない申請者の場合は下記（１）～（３）が確

認できる任意様式の名簿を作成すること）。 

下記事項が確認できること。 

（１）氏名、生年月日及び年齢 

（２）職種 

（３）医療保険、年金及び雇用保険の加入等の状況 

※建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）の能力評価実施団体が

発行したものを指す。カード（写し含む）では不可。能力評価実施

団体については、下記の国交省ＨＰを参照。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/ 

nouryokuhyouka_otoiawase.html 
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完成工事高に計上した工事の契約

関係書類 注 17） 

各審査対象業種の完成工事高に計上した工事に係る工事請負契約

書、注文書・請書（控）等（該当の工事経歴書記載上から３件分（そ

の他〇件として記載したものも含む）） 
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19 

会計監査人・参与が記載された登

記簿謄本 

※項番 58「監査の受審状況」が「1」

又は「2」の場合に必要。 

審査基準日時点における会計監査人・参与が確認できる直近のもの  

※ 提出書類、確認書類は、上記に記載された書類以外の資料の提示や写しの提出等を求める場合

がありますので、予めご了承ください。 

  

注１） 審査対象事業年度において、完成工事高の業種間積み上げ（P35）を行う際、前年の申請 

   において積み上げ元の業種が審査対象業種として受審されておらず、かつ、工事種類別完成工 

   事高（別紙１）で 3年平均を選択した場合は、前々回の経営事項審査申請書（本人控）も持参 

してください。 

経営事項審査申請書（本人控）が紛失等により持参できない場合は、三重県県土整備部建設

業課（三重県津市広明町 13番地：６F）で保管している前回の経営事項審査申請書の開示・複

写請求ができますので、申請までに来庁の上、準備をお願いします。なお、開示・複写を行う

ためには準備に時間を要することから、希望される方については、事前に審査を受ける前に必

ず県土整備部建設業課（059-224-2660）に問い合わせをしてください。 

 

 注２）工事種類別完成工事高（別紙１）で 2年平均を選択した場合は 2年分、3年平均を選択した 

場合は 3年分を持参してください。 

審査対象となる期間に事業年度の変更や法人成り等により 12ヶ月に満たない期間で終了し 

た事業年度を含む場合は、当該期間に対応する変更届出書（事業年度終了届出書）が必要です。 

「完成工事高」の 2 年平均、3 年平均の選択に合わせて、必要年数分を経営事項審査用の記

載方法とする必要があります。必要に応じて以下の様式について、提出済みの事業年度終了届

出書の差替えを行ってください。 

①工事経歴書（様式第二号） 

…「経営規模等評価の申請を行う場合」の記載要領（Ｐ９５）に従い記載したもの 

②直前３年の各事業年度における工事施工金額（様式第三号） 

③財務諸表（様式第 15、16、17、17-2号、若しくは様式第 18、19号） 

…税抜き処理にしたもの（ただし、免税事業者を除く） 

 

 注３）審査基準日以前 2年分を持参してください。 

なお、初めて経営事項審査を受ける場合や直前 2年（工事種類別完成工事高において 3年平 

均を選択する場合は 3年）に経営事項審査を受けていない事業年度がある場合は、選択した完 

成工事高の期間に対応する決算関係書類を持参してください。 

 

 注４）４月に審査を受ける予定の個人業者の方の場合、消費税の申告、納付の時期及び税務署の事 

務処理の関係で、審査までに証明書の交付が間に合わない可能性があります。 

この場合については、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所又は審査会場の担当者に

事前にご相談ください。 

なお、納税証明書は課税・免税及び課税額の確認のために提示を求めるもので、未納の税額 

の有無は審査に影響しませんが、税額の全部または一部に未納がある場合、審査を受けること

はできますが、発注機関の入札参加資格が得られない可能性がありますのでご注意ください。 

また、初めて経営事項審査を受ける場合や直前 2年（工事種類別完成工事高において 3年平 

均を選択する場合は 3年）に経営事項審査を受けていない事業年度がある場合は、選択した完 

成工事高の期間に対応する納税証明書を持参してください。 

 

注５）雇用保険事業所別被保険者台帳については審査基準日以降に取得したものが必要です。 

前回の経営事項審査において記載されていない法人役員を新たに記載する場合には、役員就任

変更届、履歴事項全部証明書等、審査基準日以前６か月を超える在任期間が確認できる書類を

提示してください。 

●法人役員については下記①及び② 

①前年経審申請書の「技術職員名簿」（記載確認できない場合は役員就任日が確認できる書類） 
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②法人税確定申告書の勘定科目内訳明細書「⑭役員給与等の内訳書」（常勤として記載されて

いること） 

●個人事業主及び事業専従者については所得税確定申告書の「第一表」「第二表」 

●従業員については雇用保険事業所別被保険者台帳（基準日以降に発行されたもの）または雇

用保険被保険者資格取得等確認通知書の「資格取得年月日」 

により審査基準日以前６ヶ月を超える雇用を確認します。 

 また、賃金額については 

●法人の従業員→標準報酬月額決定通知書「標準報酬月額」（申請時直近のもの） 

●個人事業主の従業員→所得税確定申告書「給与賃金の内訳」 

により確認を行います。 

 

注６）前回の経営事項審査において提示のあった合格証や資格を証する書類のうち、変更がなく有

効期限の定めのないものは、再度の提示は不要です（例．合格証明書、免状）。 

ただし、新規掲載者、有資格区分コードを変更する者及び実務経験を必要とする有資格区分

コードで申請する全ての者の実務経験証明書は提示が必要です。 

   合格証明書等（卒業証書及び卒業証明書を除く。）の交付年月日は、審査基準日以前のもので

なければなりません。また、有効期限に関する記載がある場合は、審査基準日時点で有効であ

るものが必要です。 

 建設業の許可換え（大臣→三重県知事許可、他県の知事許可→三重県知事許可）をされた場 

合、前年（前回）、受審した時の技術職員名簿の写しを提出してください。許可換えの場合にお 

いても、前回受審時と有資格の変更がない場合は、資格に関する確認資料の提出は不要です。 

  

 注７）実務経験証明書の様式は、建設業許可申請にかかる法定様式（様式第９号）によることとし

てください。（証明者の押印は不要です） 

 なお令和３年６月以降、新規掲載者（過去の申請において掲載がない者）の場合は記載内容

確認と在籍確認を行っています。 

実務経験証明書とともに、記載した建設工事の契約書、注文書・請書等の確認資料及び実務

経験期間に在籍していたことがわかる資料を、事前に余裕をもって主たる営業所の所在地を管

轄する建設事務所へ提出してください。※確認要件については、建設業許可における営業所技

術者等の実務経験と同様です。 

 

 注８） 審査基準日以前５年以内に交付された監理技術者資格者証及び監理技術者講習受講修了証

（講習を受講した日の属する年の翌年から５年以内に審査基準日が含まれていること）の写

しを持参してください。 

 

注９）防災協定を社団法人等の団体が締結している場合、申請者が審査基準日時点で一定の役割を

負っていることを証する、団体の長が発行する証明書は、P83 の様式例を参考に、記載内容に

漏れがないようにしてください。（団体への加入証明書のみでは認められません。） 

   なお、新規又は内容変更のいずれかに該当する場合は「防災協定書の写し」及び「団体証明

書」を提出してください。 

 

  注 10）公認会計士・税理士・登録経理試験（１級、２級）の合格者に対する加点の条件として、 

継続的な研修・講習の受講が必要です。１級・２級登録経理試験（建設業経理士）の合格者は、 

登録講習を５年に１度受講することが必要となります。詳細は P56～57をご覧ください。 

※登録講習については、実施機関（建設業振興基金）にお問い合わせください。 

 

注 11）評価対象となる機械は、 

建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機（ショべル、バックホウ、ドラグラ

イン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの）、ブル

ドーザー（自重が３トン以上のもの）、トラクターショベル（バケット容量が 0.4 立方メート

ル以上のもの）、モーターグレーダー（自重が５トン以上のもの）、土砂等を運搬する貨物自動

車であって自動車検査証（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号第６０条第１項の自動

車検査証をいう。）の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミ
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トレーラ」と記載されているもの（ただし、自動車検査証の備考欄に「積載物は、土砂等以外

のものとする」等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両や、貨物自動車でない場

合は認められません）、自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と

記載されている大型特殊自動車、労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第１２

条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が３トン以上の移動式クレーン、同令第１３条第３項第

３３号に掲げる不整地運搬車、同令第１３条第３項第３４号に掲げる作業床の高さが２メート

ル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械（このうち、「ローラー」に

ついては、自主検査指針に記載の「ロードローラー」「タイヤローラー」「振動ローラー」が該

当します。なお、一般に締固め用機械として認知されているハンドガイドローラーは移動用エ

ンジンにより自走可能であり、ロードローラーの一種であるため、加点対象となりますが、コ

ンパクタやランマー等明確に自走能力が無い建設機械は特定自主検査の対象ではないため、加

点対象建設機械に該当しません）、同表第６号に掲げる解体用機械（「ブレーカ」および同法施

行規則第 151 条の 175 に定める「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」が

該当する。また、ベースマシンに解体用アタッチメントを装着させることで解体用機械として

使用している等の事由により 、複数の特定自主検査記録表等に同一のベースマシンが記載さ

れている場合については、重複して加点しない）に限ります。 

 

注 12）前回認められた機械については、自己所有及びリース契約で内容に変更のない場合、契約書

類は不要です。 

その場合、別添様式「建設機械の保有状況一覧表」の「Ｎｏ．」に○を付けてください。 

ただし、リース契約で自動車検査証記録事項の使用者と経営事項審査の受審業者が異なって

いる場合は、毎年、審査基準日においてリース契約を実施していることを確認するため、原契

約と転貸借の両方の契約書類の添付が必要です。 

 

注 13）自ら所有していることを証する書類は、売買契約書、譲渡証明書、売買証明書のほか、注文 

書及び注文請書、注文書及び領収書、自動車検査証記録事項（※）（審査基準日において有効

なもの（審査基準日後に発行されたものは不可）等、所有者・対象となる車両が特定できる型

番等・車両の引渡日などが確認できる書類が必要です。所有者・使用者ともに自社名義のもの

に限る）等も可としますが、それらにより建設機械のメーカー名、型式、製造番号等が特定で

きる場合に限るものとします。なお、資産台帳や税務申告関係書類等、自己申告に基づくよう

な書類は不可とします。 

また、建設機械の保有状況一覧表の「型式／製造番号」欄には特定自主検査記録表に記載さ

れている型式及び製造番号を記載してください。 

   ※自動車検査証記録事項は、IC タグに格納された情報を、汎用の IC カードリーダや読み取り

機能付きスマートフォンでＰＤＦファイルとしてダウンロード可能です。ＡタイプとＢタイ

プがありますが、必要な情報が記載されている方を添付してください。なお、電子車検証に

関する詳細やお問い合わせ先は、自動車検査証についての国土交通省ホームページをご覧く

ださい。 

 

注 14）リース契約において、将来に渡っての期間が 1年 7ヶ月に満たないものについては自動更新

の条項があっても認められません。（受審日時点までに契約更新がなされ、審査基準日から将

来に渡り 1年 7ヶ月以上の使用期間が確認できることが必要です。） 

リース後の買取については、リース契約とは別に買取契約書等（日付は審査基準日の後でも

可）が交わされているなど、所有権の移転に確実性があると判断される場合に認められるもの

です。また、使用貸借の場合は認められません。 

 

 注 15) ①ショベル系掘削機、②ブルドーザー、③トラクターショベル、④モーターグレーダー、⑤ 

高所作業車、⑥締固め用機械及び⑦解体用機械 

・・・特定自主検査記録表（検査年月日が審査基準日以前１年以内のもの） 

⑧不整地運搬車・・・特定自主検査記録表（検査年月日が審査基準日以前２年以内のもの） 

⑨「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」「アスファルト・フィニ 
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ッシャ」・・・自動車検査証記録事項（審査基準日において有効なもの。（審査基準日後に発

行されたものは不可。※審査基準日以降に記録事項の記載内容の変更が生じる場合、必ず変

更前の自動車検査証記録事項を保管しておいてください）。 

ただし、「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」は、備考欄に「積載

物は、土砂等以外のものとする」等の記載があり土砂等の運搬が制限されている車両や、貨

物自動車でない場合は認められません） 

⑩移動式クレーン・・・移動式クレーン検査証（審査基準日が有効期間内のもの） 

を提出してください。 

なお、特定自主検査記録表の提出を求めている建設機械で審査基準日以前１年以内（不整地

運搬車は審査基準日以前２年以内）に購入（又はリース）した場合は、特定自主検査記録表に

代えて特定自主検査実施時期証明書等の写し及び対象機械であることを確認できる書類（カタ

ログ等：対象機械名称、種別または規格がわかるもの）を提出（継続の場合は提示）してくだ

さい。移動式クレーンについては、移動式クレーン検査証に代えて移動式クレーン製造時検査

証、性能検査証等の写しを提出（継続の場合は提示）してください。 

また、特定自主検査記録表の提出を求めている建設機械を新規に掲載する場合で、特定自主

検査記録表で種別または規格が確認できない場合は、対象機械であることを確認できる書類

（カタログ等：種別または規格がわかるもの）を提出してください。 

 

  注 16) 規則第７条の３第３号（建設業許可の営業所技術者等の要件に該当する登録基幹技能者講習 

を修了した者）若しくは規則第１８条の３第２項第１号に規定する者（建設業許可の営業所技 

術者等の要件に該当する者）又は１級若しくは２級の第一次検定に合格した者（建設業許可の 

営業所技術者等の要件に該当する者を除く。）が、審査基準日以前１年のうちに取得したＣＰ 

Ｄの単位数（ただし、算入できるＣＰＤ単位数は１人当たり３０単位を上限とする。）がある 

場合は、ＣＰＤ単位取得数（記載要領Ｐ102の算出式により計算）に記入し、ＣＰＤ認定団体 

が発行したＣＰＤ単位取得数を証する書面（ＣＰＤ受講証明書、学習履歴証明書等）を提示し 

てください。 

 ※ＣＰＤ認定団体が発行したＣＰＤ単位取得数を証する書面については、証明書発行時点で

退職されている方は発行できない場合もあります。そのため、証明書の発行は十分余裕を

もって行ってください。 

 なお、令和 5年 4月 1日以降に開催した「建設業経理士ＣＰＤ講習」を技術職員が受講した

場合はＣＰＤ単位付与の対象となりました。（経営事項審査で認定するためには、取得単位数が

証明できる場合に限ります。）それ以前の講習につきましては、ＣＰＤ単位付与の対象外となり

ます。ＣＰＤ単位の取得申請などに関する詳細は一般財団法人建設業振興基金までお問い合わ

せください。 

※建設業経理士ＣＰＤ講習が全ての「ＣＰＤ制度」において認定プログラムとなっているわ

けではありません。参加登録されている「ＣＰＤ制度」の運営団体にお問い合わせください。 

    また、審査基準日以前３年間に建設工事の施工に従事した技能者（施工の管理のみに従事し 

   た者を除く）のうち、審査基準日以前３年のうちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価 

   制度により受けた評価の区分が審査基準日の３年前の日において受けている評価の区分より１ 

   以上上位であった技能者がいる場合は、技能レベル向上者数の欄に記入し、能力評価（レベル判

定）結果通知書を提示してください。 

 

 注 17）令和３年４月以降の審査における契約関係書類の確認は、工事経歴書記載の上から３件分を

基本とします。ただし、申請内容に疑義がある場合は３件分以外の工事を確認する場合があり

ます。初めて経営事項審査を受ける場合や前年若しくは前々年に経営事項審査を受けていない

場合等、工事経歴書の確認がされていない事業年度を含む場合は、該当する事業年度の工事に

係る契約関係書類も持参してください。 

また、前年若しくは前々年に経営事項審査を受けていても、今回、申請する業種が、前年若 

しくは前々年に審査対象業種として申請しておらず、工事経歴書の確認がされていない事業年 

度がある場合は、該当する事業年度の工事に係る契約関係書類も持参してください。 

請負契約書、注文書・請書（控）により最終請負額及び工事内容が確認できない場合や請負 

契約書、注文書・請書（控）の持参が困難な場合は、工事内容が確認できる書面（工事台帳、 

注文書、請求書（控）、見積書（控））及び入金状況が確認できる書面（総勘定元帳、入金状況 
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が記帳された工事台帳、通帳、領収書（控）、インターネットバンキング出入金記録）を持参 

してください。 

 

特に、工事経歴書の記載金額と確認書類の契約金額が合わないために、審査に時間がかかる 

事例が見受けられるため、上記書類がすぐに提示ができるようあらかじめ書類の整合性を確認 

していただくとともに、付箋を貼るなど、迅速・円滑な審査の実施にご協力いただきますよう 

お願いします。 

 

【その他資料の提示を求めるもの】 

※公共工事にかかる契約（元請に限ります。）においては、契約書（鑑：変更分すべてを含む）

及び工事概要が明記された発注仕様書（鑑）の写しがあれば、原本の持参を省略できるもの

とします。なお、一式工事で発注された工事については、これに併せて発注業種がわかる資

料をご持参ください。 

   ※一式工事の工事経歴書に下請の区分で記載された工事については、その工事の配置技術者に 

かかる資格確認を行います。このため、配置技術者の資格者証等をご持参ください。 

（なお、技術職員名簿で資格を確認された技術者については資格者証等の確認は省略とします。） 

   ※建設工事の請負契約であることや業種区分が請負契約書等から明確に読み取れない場合は、

設計書、仕様書等の契約内容のわかる書類を併せて提示してください。 

※維持管理業務委託については、建設工事と兼業（除草、側溝清掃、雪氷対策等）が混在して

いる場合がありますので、適切に区分した上で、建設工事の部分を完成工事高に計上してく

ださい。また、契約書、工事経歴書に計上した金額の内訳が分かる資料（指示書単位の案件

名と金額が分かる一覧表など）、入金が分かる通帳を提示してください。 

※単価契約（あるいは年間契約）で当初契約時に請負代金総額を定めていない場合は、当初の

単価（あるいは年間契約）契約書と併せて、工事経歴書に記載されている請負代金総額が確

認できるもの（指示書、請求書（控）など）を提示してください。 

   ※共同企業体（ＪＶ）による請負工事については、全体の請負金額及び構成員の出資比率（甲

型ＪＶ）、分担した工事額（乙型ＪＶ）が分かる資料を提示してください。 

   ※建設工事の契約書が電子契約である場合、契約書（工事名、契約額、契約者名などの記載さ

れた書類）及び締結（合意）証明書など電子契約を締結したことがわかるものを提示してく

ださい。 

 

【その他の注意点】 

・法人の合併、組織替え、営業権の譲渡等の特殊な場合、又は必要と認める場合は、他の参考書類

の提出、提示を求めることがあります。また、申請内容の確認ができないときは、審査中止とす

る場合や、審査を保留し、後日確認とする場合がありますのでご了承ください。 

・原本の持参が困難な場合や書類紛失のおそれがある場合はコピーをお持ち頂いて構いません。 

但し、コピーの際は部分的なものではなく、原本をそのままコピーしたものをご持参ください。

（審査に関係のない部分はマーカー等で隠していただいて結構です） 

 ・電子商取引により締結された契約で、電磁的記録のみにより保管されており、紙出力が不可 

能なものについては、申請者において表示装置の持ち込みにより対応していただいても構い 

ません。ただし、審査会場のコンセント等は使用できませんので、電源・通信環境等は申請 

者において担保してください。 
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（表 5）三重県知事許可業者用提出書類チェック表 
三重県知事許可業者用(R8.7)

※チェック欄は、申請者が必ず確認し○をつける

№ 書　類　名 ﾁｪｯｸ 審査ﾁｪｯｸ メモ

1 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書（様式第二十五号の十四）

工事種類別完成工事高（別紙一）

工事種類別完成工事高付表

3 工事経歴書

4 技術職員名簿（別紙二）

5 その他の審査項目(社会性等)（別紙三）

6 様式第４号（ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿）※別紙二に記載がない者

7 様式第５号（技能者名簿）

8 CPD単位取得数計算シート　

10 経営状況分析結果通知（原本）

11 「女性活躍推進法に基づく認定」（えるぼし認定等）の認定通知書（写し）

12 「次世代法に基づく認定」（くるみん認定等）の認定通知書（写し）

13 「若者雇用促進法に基づく認定」（ユースエール認定）の認定通知書（写し）

14 様式第６号（就業履歴蓄積措置の誓約書及び同意書）

15
様式第７号（建設技能者を大切にする企業の自主宣言
制度」に関する誓約書）及び自主宣言制度において宣
言していることを証する書面の写し（宣言書）

16 防災協定書写し又は証明書（新規・変更は提出、継続・更新は確認書類No.14）

17 建設業の経理（監査受審）の状況を証明する書類

建設機械の保有状況一覧表

保有状況を証明する書類(新規は提出、継続は確認書類No.16)

特定自主検査記録表等（新規は提出、継続は確認書類No.16）

19 エコアクション２１認証・登録証（写し）

20 ＩＳＯ9001，14001認証証明書類（写し）

21 「資本性借入金」該当証明書

委任状（代理申請の場合）

9 収入証紙納付書

1 経営事項審査結果通知書

2 経営事項審査申請書(本人控)

3 建設業許可申請書(本人控)

a 事業年度終了届出書（本人控）

b 各種変更届（本人控）

5 廃業届（本人控）

6 決算関係書類

7 消費税納税証明書(その１)

a 雇用保険事業所別被保険者台帳　等

b 標準報酬月額決定通知書 等

9 技術職員の資格等を証する書類

a 建退共の加入証明書

b 退職一時金・企業年金加入の証明書類

c 法定外労災加入の証明書類

11 CCUS上で事業者情報が登録されていることが分かる書類（CCUSの帳票「3-1 事業者情報」等）

14 防災協定書写し又は証明書（新規・変更は提出書類No.16）

15 登録建設業経理士等の資格等を証する書類

建設機械の保有状況を証明する書類(新規は提出書類No.18)

建設機械の特定自主検査記録表等（新規は提出書類No.18）

17 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の確認書類

18 完成工事高の契約関係書類

19 会計監査人・参与が記載された登記簿謄本

その他

経営事項審査申請者確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提
出
書
類

(

Ｐ
1
1
～

Ｐ
1
3

)

2

18

確
　
認
　
書
　
類

(

Ｐ
1
4
～

1
7

)

4

8

10

16

　　申請者名： ＊　提出書類、確認書類については、

　　　　（許可番号）　　　（　２４　－　　　　　　　　　　） 　経営事項審査申請の手引きをよく読んで

　　審査基準日：　令和　　　年　　　月　　　日 　ご準備ください。

三重県知事許可業者用 　 経営事項審査申請書類　確認書

＊　提出書類は、収入証紙納付書以外は、正、副

　　申請日：　　　　令和　　　年　　　月　　　日 　各１部合計２部ご準備ください。また、正、副は

　同じ物を揃えてご提出ください。
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Ⅲ 経営規模等評価申請書等 

１．経営規模等評価申請書等〔２０００１帳票〕 

（１）各項番の記入方法 ※数値がマイナスになった場合は数字の左側に△を付けてください。 

経営規模等評価申請書等の裏面記載要領及び下記の内容をよくお読み下さい。 

ⅰ）許可番号等の記入方法 

「許可番号」（項番０２）、「許可年月日」（項番０２）、「許可を受けている建設業」（項番１５）

は、申請日現在における申請者の許可の状況により記入してください。 

「許可年月日」（項番０２）については、許可を受けた年月日が複数ある場合には、最も古い

ものを記入してください。 

「前回の申請時の許可番号」（項番０３）は、許可切れ後に再度新規に許可を取得した場合や、

許可換えにより異なる許可行政庁の許可番号を取得した場合などに限り、記入してください。 

「商号又は名称」（項番０８、項番０９）、「代表者又は個人の氏名」（項番１０）、「主たる営業

所の所在地」（項番１３）、「電話番号」（項番１４）に変更があって、許可申請における所定の「変

更届出書」が未提出の場合は、申請日までに必ず「変更届出書」を提出してください。 

また、「主たる営業所の所在地」（項番１３）には、市町に続く町名街区以下を記入してくださ

い。この際、「丁目」、「番」、「号」などは「－」（ハイフン）で記入してください。 

 

  ⅱ）審査基準日（項番０４） 

「審査基準日」（項番０４）は、原則として、経営規模等評価を申請する日の直前の事業年度

の終了の日（決算日）です。 

なお、法人成や事業継承をした後に新たな決算が未到来の時点で申請する場合は、法人設立日

又は新事業主の事業開始日が審査基準日となります。 

 

ⅲ）法人又は個人の別（項番０７） 

「資本金額又は出資総額」の欄は、審査基準日時点の資本金額等を記入してください。（個人 

事業者は記入不要です。） 

「法人番号」の欄は、国税庁から通知された「法人番号指定通知書」に記載されている法人番

号（１３桁）を記入してください（国税庁ＨＰ「国税庁法人番号公表サイト」でも確認可能です。）。   

なお、個人事業の場合は空白で提出してください。 

※ 個人番号（マイナンバー）が記載された申請書は受理しません。 

 

ⅳ）経営規模等評価等対象建設業（項番１６）  

「経営規模等評価等対象建設業」（項番１６）の欄は、申請日時点で許可を受けている業種の

うち、経営規模等評価を申請する業種のカラムに「９」を記入してください。 

なお、審査基準日時点で許可を受けていなくても、業種の追加等によって申請日時点で許可を

受けている場合は審査を受けることができます。 

※申請日時点で廃業した業種に係る経営事項審査申請はできません。経営事項審査申請日以後

に、評価を受ける予定（項番１６に「９」を記入した）の業種の許可を廃業した場合は、建

設業課建設業班へご連絡をお願いします。（経営事項審査申請前又は結果通知書受領後に廃

業した場合は、不要です。） 

 

（２）自己資本額（項番１７） 

ア 審査基準日の決算（以下「基準決算」という。）の自己資本額または 2期平均（基準決算及び

基準決算の直前の審査基準日における自己資本の額の平均）のいずれかを記入します。 

イ カラム欄右の表内には 2期平均を選択した場合に、それぞれ基準決算、基準決算の直前の審

査基準日の自己資本の額を記入します。（基準決算を選択した場合は、表内は記入不要） 

ウ 自己資本額は、経営状況分析申請書に添付した財務諸表から次の要領により算出します。 

 

（ア）法人の場合 

 自己資本額＝貸借対照表〔純資産合計〕 

 ※2期平均選択時に、基準決算の直前の審査基準日における財務諸表を、旧商法に基づき作 
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成している場合、基準決算の直前の審査基準日における自己資本の額は、貸借対照表〔資 

本合計〕を読み替えて適用します。 

（イ）個人の場合 

自己資本額＝貸借対照表〔純資産合計〕 

※2期平均選択時に、基準決算の直前の審査基準日における財務諸表を、旧様式で作成して 

いる場合、基準決算の直前の審査基準日における自己資本の額は、貸借対照表〔資本合計〕 

を読み替えて適用します。 

エ 事業を開始した個人または新たに設立された法人が、最初の決算の到来までに申請する場合、

また、最初の決算を審査基準日として申請する場合の自己資本額算出に用いる財務諸表は以

下のとおりです。 

最初の決算 審査基準日 基準決算 2期平均 

未到来 
【個人】事業開始の日 

【法人】法人設立日 
開始貸借対照表 選択できません。 

到来 最初の決算日 
決算日における 

貸借対照表 

【基準決算】 

決算日における貸借対照表 

【直前の審査基準日】 

開始貸借対照表 

   ※法人成りの場合、個人廃業時点の貸借対照表を用いることはできません。 

 

（３）利益額（項番１８） 

利益額は「営業利益」に「減価償却実施額」を加算した額で、全ての申請者に対して２期平 

均が適用され、次の要領で記入します。 

ア 表中の左上（「審査対象事業年度」の「営業利益」）の欄には、当期事業年度開始日の直前１

年（以下「審査対象年」という。）の各事業年度（以下「審査対象事業年度」という。）におけ

る営業利益の額を記入します。 

イ 表中の右上（「審査対象事業年度の前審査対象事業年度」の「営業利益」）の欄には、審査対

象年開始日の直前１年（以下「前審査対象年」という。）の各事業年度（以下「前審査対象事業

年度」という。）における営業利益の額を記入します。 

ウ 表中の左下（「審査対象事業年度」の「減価償却実施額」）の欄には審査対象事業年度におけ

る未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価

に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価償却費として費用を計上し

た額を記入します。 

エ 表中の右下（「審査対象事業年度の前審査対象事業年度」の「減価償却実施額」）の欄には、

前審査対象事業年度における未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る

減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価

償却費として費用を計上した額を記入します。 

オ 利益額（2期平均）は、審査対象事業年度における利払前税引前償却前利益（上記アの額及 

びウの額の合計）及び前審査対象事業年度における利払前税引前償却前利益（上記イの額及び 

エの額の合計）の平均の額（千円未満切捨て）を記入します。 

カ 上記ア～エの額は決算期変更、合併、事業譲渡、会社分割等の特殊な場合を除き、「経営状況 

分析結果通知書」の下部に記載された参考値を転記します。転記できない場合は、営業利益は

損益計算書で、減価償却実施額は次の資料で確認します。 

（ア）法人 

   法人税確定申告書別表１６（一）、（二）等 

（イ）個人（青色申告者） 

   所得税青色申告決算書 

（ウ）個人（白色申告者） 

   収支内訳書 
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「利益額」（項番１８）のカラム右下欄に記入できる「営業利益」及び「減価償却実施額」は次

表のとおりです。 

法人

の場

合 

営業利益 損益計算書（規則別記様式第１６号）の営業利益（または営業損失） 

 

減価償却 

実施額 

以下に掲げる金額の合計額。ただし、１６（七）、（八）については、減価

償却費として処理されている場合のみ計上可能。 

○法人税確定申告書別表１６（一）「旧定額法又は定額法による減価償却資

産の償却額の計算に関する明細書」の当期償却額（「３５」の欄） 

○法人税確定申告書別表１６（二）「旧定率法又は定率法による減価償却資

産の償却額の計算に関する細書」の当期償却額（「３９」の欄） 

○法人税確定申告書別表１６（四）「旧国外リース期間定額法若しくは旧リ

ース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細

書」の当期償却額（「３１」の欄） 

○法人税確定申告書別表１６（六）「繰延資産の償却額の計算に関する明細

書」の当期償却額（「７」及び｢１６｣の欄） 

○法人税確定申告書別表１６（七）「少額減価償却資産の取得価額の損金算

入の特例に関する明細書」の当期の少額減価償却資産の取得価額の合計

額（「８」の欄） 

○法人税確定申告書別表１６（八）「一括償却資産の損金算入に関する明細

書」の当期損金算入額（「５」の欄） 

個人

の場

合 

営業利益 損益計算書（規則別記様式第１９号）の営業利益（または営業損失） 

 

減価償却 

実施額 

【青色申告の場合】 

○所得税青色申告決算書（一般用）の「損益計算書」における減価償却費

（「１８」の欄）及び「製造原価の計算」における減価償却費（「１１」

の 欄）又は「減価償却費の計算」における「本年分の必要経費算入額」 

【白色申告の場合】 

○白色申告収支内訳書（一般用）の損益計算書における減価償却費（「１３」

の欄）又は「減価償却費の計算」における「本年分の必要経費算入額」 

 

キ 事業年度を変更したため審査対象年及び前審査対象年に含まれる月数が２４ヶ月に満たない 

場合、商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った場合、法人成りの場合、事業承継の 

場合又は他の建設業者を吸収合併した場合における平均利益額は年間平均完成工事高の要領で 

算定するものとします。 

  

  ク 各種事例に対する利益額（2期平均）の記入方法 

なお、按分処理を行う場合（例２～５）は、以下の例のように、「審査対象事業年度」、「審査

対象年度の前審査対象事業年度」の下に必ず按分計算を記載してください。 

 

〔例１〕通常の場合 

R 2.4.1 R 3.3.31  3.4.1 R 4.3.31

審査対象事業年度　　　令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日（12ヶ月）　営業利益10,000千円　減価償却実施額6,000千円
前審査対象事業年度　　令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日（12ヶ月）　営業利益12,000千円　減価償却実施額5,000千円

’

(12ヶ月)

前審査対象事業年度 審査対象事業年度

利益額（利払前税引前償却前利益）

(12ヶ月)

’

1 8

’

5

’’ ’ ’

減 価 償 却
実 施 額

（人）技 術 職 員 数 1 9
,

3

5

審 査 対 象 事 業 年 度

6 0

1

’

= 営業利益+減価償却実施額

(千円) 営 業 利 益

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

0 (千円)0 0(千円)
減 価 償 却
実 施 額

6 0

’

000 0 0 (千円)02 01

’

0

’

5 0

’

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

0
,

1

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
5

,
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〔例 2〕審査対象事業年度中に決算期を変更した場合 

R 2.1.1  R 2.12.31 3.1.1 R 3.12.31 R 4.3.31

審査対象事業年度　 　令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日（12ヶ月）
前審査対象事業年度 　令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日（12ヶ月）

基準決算 令和 4年 1月 1日～令和 4年 3月31日（ 3ヶ月）　営業利益  5,000千円　減価償却実施額  1,200千円
基準決算の前期 令和 3年 1月 1日～令和 3年12月31日（12ヶ月）　営業利益 12,345千円　減価償却実施額  7,111千円
基準決算の前々期 令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日（12ヶ月）　営業利益 11,111千円　減価償却実施額  6,530千円

 5,000×3/ 3＝5,000 12,345×3/12＝3,086

12,345×9/12＝9,259 11,111×9/12＝8,333

千円未満四捨五入

 1,200×3/ 3＝1,200 (以下同じ)  7,111×3/12＝1,778

 7,111×9/12＝5,333  6,530×9/12＝4,898

(12ヶ月) (12ヶ月) (3ヶ月)

前審査対象事業年度 審査対象事業年度

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

1 8 4
,

1
,
4

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

’

94 2 5

(千円)

’ ’

6 6

’

(千円)
減 価 償 却
実 施 額

9111

’

7 6

(千円)(千円) 営 業 利 益 4

減 価 償 却
実 施 額

審 査 対 象 事 業 年 度

9 3

1

’

= 営業利益+減価償却実施額

’

利益額（利払前税引前償却前利益）

5

1 9技 術 職 員 数

3

’

,
7 （人）

’’ ’

56 3 3

 

 

〔例 3〕前審査対象事業年度に決算日を変更した場合 

R 2.1.1 R 2.12.31 R 3.3.31 3.4.1 R 4.3.31

審査対象事業年度　　 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日（12ヶ月）
前審査対象事業年度　 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日（12ヶ月）

基準決算 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日（12ヶ月）　営業利益 12,345千円　減価償却実施額  7,111千円
基準決算の前期 令和 3年 1月 1日～令和 3年 3月31日（ 3ヶ月）　営業利益  5,000千円　減価償却実施額  1,200千円
基準決算の前々期 令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日（12ヶ月）　営業利益 11,111千円　減価償却実施額  6,530千円

 5,000×3/ 3＝5,000

11,111×9/12＝8,333

 1,200×3/ 3＝1,200

 6,530×9/12＝4,898
7 （人）

(12ヶ月) (3ヶ月)

利益額（利払前税引前償却前利益）

R

(12ヶ月)

前審査対象事業年度 審査対象事業年度

17 1 (千円)

’

= 営業利益+減価償却実施額

技 術 職 員 数

3

1 9

5

1

’

1

,

’ ’ ’

8

減 価 償 却
実 施 額

審 査 対 象 事 業 年 度

9 3

315 33 3

’

(千円)9 8

’

(千円)(千円) 営 業 利 益2

’ ’

減 価 償 却
実 施 額

3

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

’

’

6 0

4

’

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

4
,

11

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
4

,

 

 

〔例 4〕個人事業から法人を設立（法人成り）し、決算が未到来の場合 

R 2.1.1 R 2.12.31 R 3.1.1 R 3.12.31 R 4.3.31

法人設立日　令和4年4月1日
審査対象事業年度　 　令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月31日（12ヶ月）
前審査対象事業年度　 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日（12ヶ月） 法人成り

基準決算 令和 4年 1月 1日～令和 4年 3月31日（ 3ヶ月）　営業利益  5,000千円　減価償却実施額  1,200千円
基準決算の前期 令和 3年 1月 1日～令和 3年12月31日（12ヶ月）　営業利益 12,345千円　減価償却実施額  7,111千円
基準決算の前々期 令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日（12ヶ月）　営業利益 11,111千円　減価償却実施額  6,530千円

 5,000×3/ 3＝5,000 12,345×3/12＝3,086

12,345×9/12＝9,259 11,111×9/12＝8,333

 1,200×3/ 3＝1,200  7,111×3/12＝1,778

 7,111×9/12＝5,333  6,530×9/12＝4,898

減 価 償 却
実 施 額

6 3 3 (千円)

’

5

’

,
3 （人）技 術 職 員 数

3

1 9

911

減 価 償 却
実 施 額

審 査 対 象 事 業 年 度

9 3

1

’ ’

7

(千円)(千円) 営 業 利 益 4

5

’ ’

6 6

’’

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

’

94 2 5

’

1

8

(千円)6

4 4
,

1

’

= 営業利益+減価償却実施額

利益額（利払前税引前償却前利益）

(12ヶ月) (12ヶ月) (3ヶ月)

前審査対象事業年度 審査対象事業年度

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

1
,

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,

 
 

 

 

 



28 

〔例 5〕個人事業から法人を設立（法人成り）し、法人最初の決算が到来した場合 

R 2.1.1 R 2.12.31 R 3.1.1 R 3.12.31 R 4.3.31 R 4.6.30

法人設立日　令和4年4月1日 決算日　令和4年6月30日
審査対象事業年度　　 令和 3年 7月 1日～令和 4年 6月30日（12ヶ月） 法人成り
前審査対象事業年度　 令和 2年 7月 1日～令和 3年 6月30日（12ヶ月）

基準決算 令和 4年 4月 1日～令和 4年 6月30日（ 3ヶ月）　営業利益  4,000千円　減価償却実施額  1,000千円
基準決算の前期 令和 4年 1月 1日～令和 4年 3月31日（ 3ヶ月）　営業利益  5,000千円　減価償却実施額  1,200千円
基準決算の前々期 令和 3年 1月 1日～令和 3年12月31日（12ヶ月）　営業利益 12,345千円　減価償却実施額  7,111千円
基準決算の前々々期 令和 2年 1月 1日～令和 2年12月31日（12ヶ月）　営業利益 11,111千円　減価償却実施額  6,530千円

 4,000×3/ 3＝4,000

 5,000×3/ 3＝5,000 12,345×6/12＝6,173

12,345×6/12＝6,173 11,111×6/12＝5,556

 1,000×3/ 3＝1,000  7,111×6/12＝3,556

 1,200×3/ 3＝1,200  6,530×6/12＝3,265

 7,111×6/12＝3,556

前審査対象事業年度 審査対象事業年度

(12ヶ月) (12ヶ月) (3ヶ月) (3ヶ月)

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
7

,
利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

3
,

11 8

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

’

35 1 7

(千円)

’ ’

6 8

’

(千円)
減 価 償 却
実 施 額

9211

’

2 0

(千円)(千円) 営 業 利 益 7

減 価 償 却
実 施 額

審 査 対 象 事 業 年 度

9 8

1

’

= 営業利益+減価償却実施額

’

利益額（利払前税引前償却前利益）

5

1 9技 術 職 員 数

3

’

,
3 （人）

’’ ’

75 5 6

 
 

（３）技術職員数（項番１９） 

ア 許可を受けた建設業に従事する技術職員は、建設業法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同

法第１５条第２号イ若しくはハに該当する者又は規則第１８条の３第２項第２号に規定する登

録基幹技能者講習を修了した者（以下「基幹技能者」という。）、建設業法施行令（昭和 31年政

令第 273号）第２９条第１号又は第２号に掲げる者、建設技能者の能力評価制度に関する告示

（平成 31年国土交通省告示第 460号）第３条第２項の規定により同項の認定を受けた能力評価

基準（以下「認定能力評価基準」という。）により技能や経験の評価が最上位であるとされた建

設技能者（以下「レベル４技能者」という。）又はレベル４技能者に次ぐものとされた建設技能

者（以下「レベル３技能者」という。）であって、審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的な雇

用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者（法人である場

合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。）とします。 

  また、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢者等の雇用の安定等

に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条第１項第２号に規定する継続雇用制度の適用

を受けているもの（６５歳以下の者に限る。）については、雇用期間を特に限定することなく

常時雇用されている者とみなします。 

  イ 常時雇用又は常勤とは、事業所の所定勤務日を継続して勤務している者をいいます。 

ウ 育児休暇、病気休暇等により一時的に勤務していない職員については、就業規則等により会

社として制度を導入しており、審査基準日から遡って６ヶ月を超える連続する期間において、

社会保険に加入している場合に限り、認めることとします。なお、その場合、健康保険・厚生

年金保険育児休業等取得者確認通知書、又は住民税特別徴収額決定通知書（その他の休業）等、

一時的に勤務していない事が確認できる書類の提示ができる場合に限るものとします。 

エ 各制度において加入・適用義務がない者を除き、次の者は経審の技術職員数には含みません。 

 パート、アルバイト、労務者（常用労務者を含む。）など臨時的に雇用されている者、法人 

の監査役、会計参与、非常勤役員、社会保険・雇用保険未加入者、社会保険の被扶養者、他の

職員と比較し、著しく低い賃金であるなど、常勤性に疑義のある者（月額１０万円以下のもの

は常勤性に疑義があるとみなします）。 

  オ 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者がある場合は、継続雇用制度※の適用を受

けていることの証明として「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）

（P30）に記入のうえ提示願います。 

なお常時 10 人以上の労働者を使用する事業者においては、継続雇用制度について定めた労

働基準監督署の受付印のある就業規則も併せて提示してください。 

    ※現に雇用している高年齢者（６５歳以下のものに限る。）が希望するとき、当該高年齢者を

その定年（６５歳以下のものに限る。）後も引き続いて雇用する制度です。なお、継続雇

用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定める場合には、労使協定が必要となります。 

カ 別紙二「技術職員名簿」に記載した人数と一致します。 
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２．工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高〔２０００２帳票〕 

（１）各項番の記載方法 

   工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の記載要領をよくお読み下さい。 

 

（２）専門的工種(プレストレストコンクリート構造物工事、法面処理工事、鋼橋上部工事)について 

「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」のいずれかを審査対象

建設業としている場合は、当該業種の業種コード及び完成工事高・元請完成工事高（以下「完成

工事高等」という。）を記載した欄のそれぞれ次の欄に、各々の業種の内訳として、「プレストレ

ストコンクリート構造物工事」、「法面処理工事」、「鋼橋上部工事」の業種コード及び完成工事高

等を実績の有無にかかわらず必ず記載してください。なお、実績がない場合は完成工事高等の欄

に「０」を記入してください。 

申請業種 内訳工事 

土木一式工事（コード「０１０」） プレストレストコンクリート構造物工事（コード「０１１」） 

とび・土工・コンクリート工事（コード「０５０」） 法面処理工事（コード「０５１」） 

鋼構造物工事（コード「１１０」） 鋼橋上部工事（コード「１１１」） 

   ※コード「０１１」、「０５１」及び「１１１」の完成工事高は、内訳工事のため完成工事高 

合計に算入しません。 

 

（３）完成工事高等における２年平均と３年平均の選択について 

 ２年平均または３年平均を選択できます。ただし、審査対象建設業ごとに２年平均または３年

平均を選択することはできません。全ての審査対象建設業において、同一の方法によります。 

また、完成工事高と元請完成工事高で異なる計算基準を選択することはできません。 

以下の要領で記入してください。 

ア〔２年平均を選択した場合〕 

（ア）右側の欄に審査対象事業年度の完成工事高等をカラム内に記入します。 

（イ）左側の欄に前審査対象事業年度の完成工事高等をカラム内に記入します。 

（ウ）「計算基準の区分」の欄には２年平均を選択した場合には「１」を記入します。 

イ〔３年平均を選択した場合〕 

（ア）右側の欄に審査対象事業年度の完成工事高等をカラム内に記入します。 

（イ）左側の完成工事高計算表に前審査対象事業年度、前々審査対象事業年度の完成工事高等を

それぞれ記入のうえ、その合計を２で割ったもの（端数切捨）をカラム内に記入します。 

（ウ）「計算基準の区分」の欄には３年平均を選択した場合には「２」を記入します。 

（参考）３年平均選択時の完成工事高等の算出方法 

 評点算出時の処理では、左側の欄のカラム内記入数値を２倍し、右側の欄のカラム内記入数値

と合計した後、合計値を３で割り、千円未満（小数点以下）を四捨五入して、３年平均の値を算

出します。 

 

（４）完成工事高等 

ア 一つの請負契約に係る建設工事の完成工事高等を二つ以上の種類に分割又は重複して計上す 

ることはできません。（ただし、分割においてはＰ35のケの申出の場合を除く。） 

イ 完成工事高とは建設工事が完成し、その引渡しが完了したものについての最終請負額、及び 

工事進行基準により収益計上する場合における、期中出来高相当額をいいます。また、ＪＶに 

より施工した工事について、甲型ＪＶ（共同施工方式）の場合はＪＶ全体の完成工事高に出資 

の割合を乗じた額、乙型ＪＶ（分担施工方式）の場合は分担した工事額となります。 

なお、完成工事の値引額、未成工事における前受金、自社物件の建設、甲型ＪＶにおける出 

資比率を超える額などは完成工事高に計上できません。 

ウ 建設工事の請負契約は報酬を得て土木建築に関する工事（29業種※）の完成を目的として締

結する請負契約をいい、次に例示する業務等は建設工事の請負に該当しないことから、「完成

工事高」及び「元請完成工事高」に計上することはできません。（これらはすべて「兼業売上」

です。） 
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（６）積み上げの導入について（平成２９年１０月決算期以降の業者から適用） 

 

  ア 積み上げとは 

許可を受けている業種のうち、経営事項審査を受けない業種の完成工事高（以下「積み上げ元」 

といいます。）を、その建設工事の内容に応じて、経営事項審査を受ける業種の完成工事高（以下 

「積み上げ先」といいます。）に含めて申請することをいいます。 

積み上げに関する詳細については、Ｐ１３７～Ｐ１５０「経営事項審査にかかる完成工事高 

の業種間積み上げの導入について（詳細版）」をご覧ください。 

【主な留意点】 

ⅰ) 「積み上げ元」となる業種は、経営事項審査の申請をすることができません。 

その結果、「積み上げ元」の業種は、結果通知書の通知年月日以降、経営事項審査が義務

付けられている公共工事の入札に参加することができなくなりますのでご注意ください。 

ⅱ) 「積み上げ元」となる業種の完成工事高の一部のみを、一式工事又は専門工事に積み上げ、残 

りの一部を「積み上げ元」となる業種として経営事項審査の申請をすることはできません。 

積み上げを行う場合、「積み上げ元」となる業種すべての完成工事高を一式工事又は専門工事 

に積み上げてください。 

ⅲ）「積み上げ元」、「積み上げ先」の両方の建設業許可が必要です。許可を受けていない業 

種の完成工事高（その他工事）を積み上げ元にすることはできません。 

ⅳ) 積み上げを行う場合、２年又は３年すべての事業年度で積み上げを行うこととなります。 

特定の事業年度のみ積み上げを行うことはできません。 

ⅴ) 積み上げを行うか否かは申請者の任意であり、また申請年度ごとに見直しが可能です。 

 

イ 積み上げの対象業種 

積み上げ可能な業種は下記のとおりです。下記以外の業種の積み上げは認められません。 

① 専門工事から土木一式工事へ積み上げ（専門工事は複数を併せて土木一式工事に積み上げることができます） 

専門業種  一式工事 

とび土、石、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅ

んせつ、水道施設、解体 
【注意】これらの業種の中でも、土木一式に積み上げ可能となるのは、土木

工作物の施工を含む建設工事の割合の多い完成工事高に限ります。 

→ 土木一式 

 

② 専門工事から建築一式工事へ積み上げ（専門工事は複数を併せて建築一式工事に積み上げることができます） 

専門業種  一式工事 

大工、左官、とび土、タイル・れんが・ブロック、屋根、鋼構造物、鉄

筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、建具、解体 
【注意】これらの業種の中でも、建築一式に積み上げ可能となるのは、建築

物の施工を含む建設工事の割合の多い完成工事高に限ります。 

→ 建築一式 

  ※専門工事全ての完工高を土木系又は建築系のいずれか完工高の多い方の一式工事に積み上げる

際は、たとえ割合の多い方を審査対象業種として申請していなくても、割合の少ない方に積み上

げることは認められません。また、割合の多い方が許可を有していない場合でも同様に、割合の

少ない方に積み上げることは認められません。 

 

③ 専門工事から専門工事へ積み上げ 

専門業種  専門業種  例：電気工事から電気通信工事、電気通

信工事から電気工事へ相互に積み上げ

を行うことができます。 

 

電気 ⇔ 電気通信 

管 ⇔ 水道施設 

とび土 ⇔ 石 

とび土 ⇔ 造園 
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審査基準日：令和３年１０月３１日 

 

ウ 積み上げの申請方法 

積み上げを行う場合、工事種類別完成工事高表（別紙一）に積み上げ後の完成工事高を記入し

たうえ、その完成工事高の移行がわかるように「工事種類別完成工事高付表（別記様式第１－

２号）」（Ｐ４０参照）を添付してください。記載方法については、下記を参照してください。 

（例）とび土を土木一式に積み上げる場合 

審査対象事業年度の完成工事高の状況（全額元請の例）  （千円） 

受審業種
経審における
完成工事高

許可業種
完成工事

高

土木一式 130,000 土木一式 100,000
申請不可 とび土 30,000

計 130,000 計 130,000

積み上げ前積み上げ後

 

 

 

 

 

工事種類別完成工事高付表               

  

審査対象業種：土木一式工事（とび土から土木一式工事への積み上げ）  

 完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高 

（千円） 

完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高

（千円） 
前審査対象

事業年度 
前々審査対象

事業年度 

前審査対象 

事業年度 

前々審査対象 

事業年度 
審査対象 

事業年度 

審査対象 

事業年度 

合計 50,000 － 32,000 － 130,000 130,000 

土木一式 40,000 － 30,000 － 100,000 100,000 

とび土 10,000 － 2,000 － 30,000 30,000 

 

 

 

 

 

別紙一 

 

 

申請者 三重県組（株） 

1.2年平均
2.3年平均

\

（千円） （千円） （千円） （千円）

審 査 対 象 事 業

年 度の 前々 審査

対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 々 審 査

対 象 事 業 年 度土木一式 工事

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査 対象 事業

年度 の前 審査

対象 事業 年度

審 査 対 象 事 業

年 度 の 前 審 査

対 象 事 業 年 度

0
, , , , , , , ,

1 3 0
,

0 0
, ,

0 0 01 3 0
,

3 2 0 0 005 0 0 0

40 45

3 2 0 1 0

20 25 26 30 35 36

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16

）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

    年    月～    年    月

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審査対象事業年度

    年    月～    年    月

業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

年 1 0 月 1 （1 1 月 至 0 30 月 自 0 2 年月 至 0 2 年 1

17 19

3 1 自 0 1 年 1 1

計算基準の区分

項 番 3 5 7 9 10 11 13 15

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度

 
エ 積み上げに際しての注意事項 

ⅰ) 専門工事から一式工事への積み上げについて、とび土や鋼構造物等の業種で土木工作物の 

施工（土木系）と建築物の施工（建築系）の完成工事高が混在しており、土木一式又は建築

一式の双方に積み上げができる場合であっても、その業種すべての完成工事高を土木系又は

建築系のいずれか完成工事高の割合の多い方の一式工事に積み上げてください。工事内容に

より土木系と建築系にそれぞれ分割することができても、当該事業年度において土木一式と

建築一式にそれぞれ分割して積み上げることはできません。 

とび土（30,000）
を積み上げ。 

２年（３年）平均選択の場合、
前（前々）審査対象事業年度
も積み上げを適用し、続けて
記載します。 

積み上げ元
となる「と
び土」は、
申請するこ
とができま
せん。 

合計は、工事種類別完成工事高
表〔20002帳票〕に記載した積
み上げ後の土木一式工事の完
成工事高と一致します。 

完成工事高、元請完成工
事高を区別して記載して
ください。 

02 0 0

（用紙Ａ４）

2工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

２年平均を選択した場合、
前々審査対象事業年度の
記載は不要です。 
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  ⅱ)完成工事高における２年平均又は３年平均を記載する際に、とび土や鋼構造物等の業種といっ 

た土木一式又は建築一式の双方に積み上げができる業種を積み上げ元とする場合、審査対象事 

業年度だけでなく、前（前々）審査対象事業年度においても土木系、建築系のいずれか完成工 

事高の割合の多い方の一式工事に全額積み上げてください。その際、各事業年度によって積み 

上げ先となる一式工事が異なる場合もありえます。 

 

　決算変更届上の完工高 　　　　経審の完工高

完工高の計算基準の区分を３年平均にて計算。

令和元年度～令和３年度において、業種ごとの完工高はすべて同じと仮定。

土木一式 建築一式 とび土
令和元年度 70,000 80,000 受審なし

令和２年度 70,000 80,000 受審なし

令和３年度 100,000 50,000 受審なし

土木一式

70,000千円

とび土

30,000千円

土木系10,000千円

建築系20,000千円

積み上げ前 積み上げ後

建築一式

（積み上げ先）

80,000千円

建築一式

50,000千円

土木一式

70,000千円

とび土

30,000千円

土木系20,000千円

建築系10,000千円

土木一式

（積み上げ先）

100,000千円

建築一式

50,000千円

審査対象事業年度（令和３年度）は土木

一式に、前審査対象事業年度（令和２年

度）、前々審査対象事業年度（令和元年

度）は建築一式に、積み上げを行ってく

ださい。

各事業年度において、土木系、建築

系に分割することができても、土木

一式と建築一式にそれぞれ積み上

げることはできません。

土木一式

70,000千円

とび土

30,000千円

土木系10,000千円

建築系20,000千円

建築一式

（積み上げ先）

80,000千円

建築一式

50,000千円

令和元年度

令和２年度

令和３年度

積み上げを行う場合、２年又は３年

すべての事業年度において、積み

上げを行うこととなります。特定の事

業年度のみ積み上げを行うことはで

きません。

 
 

オ 工事の契約関係書類の審査 

積み上げを行った場合であっても、変更届出書（事業年度終了届出書）の工事経歴書（様式第

二号）に記載した積み上げ元の工事内容の確認は行いますので、工事経歴書に記載した工事の

契約関係書類を持参してください。また、積み上げ元の業種が、前（前々）審査対象事業年度

において、経営事項審査を受審していない場合は、前（前々）審査対象事業年度の契約書類も

持参してください。 

※例として、とび土、舗装を土木一式に積み上げた場合に、審査対象事業年度として土木一式 

のみ受審することになりますが、工事の契約関係書類は、土木一式だけでなく、積み上げ元 

のとび土、舗装も確認しますので、忘れずに持参してください。 

 

  カ その他の留意点 

   積み上げを行った状態で経営事項審査を受審した後、同審査基準日において、再度、積み上げ 

   なしの状態に戻すために経営事項審査を受け直すことはできません。また、積み上げを行った 

   後、同審査基準日において再度他の業種を積み上げて受け直しすることもできません。 
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別記                                     【積み上げ用】 

様式第１－２号                        

（様式Ａ４） 

工事種類別完成工事高付表 

 

  

審査対象業種：土木一式工事（とび土から土木一式への積み上げ） 

 完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高 

（千円） 

完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高

（千円） 

前審査対象

事業年度 
前々審査対象

事業年度 

前審査対象 

事業年度 

前々審査対象 

事業年度 
審査対象 

事業年度 

審査対象 

事業年度 

合計 50,000 － 32,000 － 130,000 130,000 

土木一式 40,000 － 30,000 － 100,000 100,000 

とび土 10,000 － 2,000 － 30,000 30,000 

 

 

 

 

 

審査対象業種：建築一式工事（大工、内装仕上から建築一式への積み上げ） 

 完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高 

（千円） 

完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高

（千円） 

前審査対象

事業年度 
前々審査対象

事業年度 

前審査対象 

事業年度 

前々審査対象 

事業年度 
審査対象 

事業年度 

審査対象 

事業年度 

合計 300,000 － 170,000 － 280,000 240,000 

建築一式 250,000 － 150,000 － 200,000 200,000 

大工 18,000 － 0 － 50,000 20,000 

内装仕上 32,000 － 20,000 － 30,000 20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査対象業種：電気工事（電気通信から電気への積み上げ） 

 完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高 

（千円） 

完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高

（千円） 
前審査対象

事業年度 
前々審査対象

事業年度 

前審査対象 

事業年度 

前々審査対象 

事業年度 
審査対象 

事業年度 

審査対象 

事業年度 

合計 450,000 600,000 150,000 320,000 650,000 300,000 

電気 300,000 500,000 100,000 300,000 400,000 200,000 

電気通信 150,000 100,000 50,000 20,000 250,000 100,000 

 

積み上げを行う場合の記入例 

積み上げ先となる一式工事
を記載したうえで、続けて積
み上げ元となる専門業種を
記載していきます。 

２年平均を選択した場合、
前々審査対象事業年度の
記載は不要です。 

専門工事から専門工事へ積み上げを行う場合、積
み上げ元、積み上げ先の業種を記載してください。 

積み上げ先となる

一式工事を必ず記

載してください。 

変更届出書（事業年度終了届出書）に添付した工事
経歴書（様式第二号）の額と一致します。 
経営事項審査において、積み上げを行う場合であっ
ても、工事経歴書の記載方法に変更はありません。 

積み上げ後の合計額を工事種類別完成工事高
表〔20002 帳票〕の一式工事の完成工事高及び
元請完成工事高に転記してください。 

積み上げを行う場合、２年又は３年すべての事業

年度で積み上げを行うこととなります。特定の事

業年度のみ積み上げを行うことはできません。 

 

審査基準日：令和３年１０月３１日 
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別記                                     【積み上げ用】 

様式第１－２号                        

（様式Ａ４） 

工事種類別完成工事高付表 

 

 

審査対象業種：〇〇一式工事（○○から〇〇への積み上げ） 

 完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高 

（千円） 

完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高

（千円） 

前審査対象

事業年度 
前々審査対象

事業年度 

前審査対象 

事業年度 

前々審査対象 

事業年度 
審査対象 

事業年度 

審査対象 

事業年度 

合計       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

審査対象業種：〇〇工事（○○から〇〇への積み上げ） 

 完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高 

（千円） 

完成工事高 

（千円） 

元請完成工事高

（千円） 

前審査対象

事業年度 
前々審査対象

事業年度 

前審査対象 

事業年度 

前々審査対象 

事業年度 
審査対象 

事業年度 

審査対象 

事業年度 

合計       

       

       

       

       

       

       

 

 

※法人成り、決算期変更を伴う積み上げについては、付表の余白欄に、期間按分にかかる計算式を 

 業種ごとに記載したうえで、表中において積み上げることとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査基準日：    年  月  日 
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３．技術職員名簿〔２０００５帳票〕 

（１）各項番の記入要領 

 技術職員名簿の記載要領（Ｐ１００）をよくお読み下さい。 

 

（２）技術者の区分 

ア 技術職員の数については、建設業の種類別に、次に掲げる区分に分かれます。 

１級技術者 監理技術者補佐 

基幹技能者 

 
建設技能者
（レベル４） 

２級技術者 

 

建設技能者

（レベル３） 

その他 

【１級監理受講者】 
申請業種に係る監理技術者資格者

証の交付有 

かつ監理技術者講習を受講した日

の属する年の翌年から起算して 5

年を経過しないもの 

１級技術

者で左記

以外の者 

主任技術者＋１

級技士補 

又は 

監理技術者要件

を満たす者 

６点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 

イ 一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２業種までです。 

なお、申請可能な業種は、今回受審する業種に限られます。 

    重複評価を２業種に制限するのは、経営事項審査に係る評価のみであり、建設業法に基づい

て現場に設置しなければならない主任技術者、監理技術者及び営業所技術者等について２業種

に制限をするものではありません。 

  ウ 現行の２級技術者及びその他技術者（大臣認定）が監理技術者講習修了証を所持していても、

１級監理受講者の加点対象となりません。 

エ 審査基準日以前５年以内に交付された監理技術者資格者証及び監理技術者講習受講修了証

（講習を受講した日の属する年の翌年から５年以内に審査基準日が含まれていること）の写し

により確認します。 

審査基準日翌日以降に交付された監理技術者資格者証及び監理技術者講習受講修了証では要

件を確認できないため、１級監理受講者の加点対象となりません。 

資格者証の更新や資格を追加した場合等は従前の資格者証等の写しを保管するようにしてく

ださい。 

＜監理技術者講習の有効期間の考え方＞ 

■監理技術者講習を受講した年の翌年の開始日（1月 1日）から 5年間有効 

監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から５年間まで加点可能

5年間

H31.2.28

講習受講

R2.1.1

講習受講の翌年開始日 R6.2.27 R6.12.31
審査基準日

加点可能

 

  なお、監理技術者資格者証の有効期限は資格者証に記載されている通りです。上記で示した

有効期限の考え方とは異なりますのでご注意ください。 

オ 技術職員名簿に記載された資格を証する書類は、過不足なく持参してください。（特に、実務

経験証明書の未持参が目立ちますので、申請前によく確認してください。なお、当初作成した

実務経験証明書を紛失等により無くした場合は、再度作成のうえ、持参してください。） 

  カ 建設技能者の能力評価制度に関する告示（平成 31年国土交通省告示第第 460号）の規定によ 

り認定を受けた能力評価基準において、「レベル４」と判定された技能者には３点の評価が、 

「レベル３」と判定された技能者には２点の評価が付与されます。 

認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業の業種は、Ｐ１３５～１３６をご覧ください。 

※レベル判定は、能力評価（レベル判定）結果通知書により確認します。発行方法については、 
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能力評価実施団体によって手続きが異なる場合がありますので、申請先団体のホームページ 

を確認または問合せにより確認してください。また、能力評価結果通知書に記載の評価年月日

は、審査基準日より前の日付である必要があります。 

    キ 監理技術者補佐の要件を満たす「主任技術者＋１級技士補」の有資格者には、４点の評価が 

   付与されます。（監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に 

限られます。）また、監理技術者要件を満たす者は、監理技術者資格者証等により確認します。 

  ク 建設業法施行規則第１８条の３第２項第２号に基づく国土交通大臣の登録を受けた基幹技能

者講習（＝「登録基幹技能者講習」）を審査基準日以前に修了している者は、「登録基幹技能者

講習修了者」として「技術職員名簿」に記載することができます。 

登録基幹技能者講習実施機関によっては、選択可能な業種が複数の機関があります。登録基 

幹技能者講習修了証が提示された場合、表面に記載された「実務経験を有する建設業の種類」 

に記載のある業種に関してのみ選択可能です。 

ただし、「登録基幹技能者講習修了者」（３点）よりも点数の高い資格（例えば「１級土木施

工管理技士」（５点）など）を有する場合には、点数の高い方の資格コードを記入してくださ

い。 

 

（３）技術職員名簿 

ア この名簿は、建設業法第 7条第 2号イ、ロ若しくはハ又は同法第 15条第 2号イ若しくはハに

該当する者又は規則第１８条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者講習を修了した基

幹技能者、建設業法施行令第２９条第 1号又は第 2号に掲げる者、認定能力評価基準によるレ

ベル４技能者又はレベル３技能者について作成してください。但し、審査基準日以前に６ヶ月

を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されてい

る者であることが必要となっています。 

  なお、審査対象業種に対して加点対象とならない技術者を記載する必要はありません。 

イ 「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入して

ください。 

なお、確認は前回の経営事項審査申請書（本人控）の別紙二技術職員名簿に記載されていな

いかどうかでおこないますが、前回受審していない場合や、決算期を変更した場合などで、審

査基準日の１年前の技術職員名簿が無い場合や、前回の技術職員名簿に未記載の理由が、６ヶ

月雇用の不足及び資格の未取得以外の場合（今回審査対象業種を追加した場合など）は、審査

基準日以前１年以内に技術職員の要件を満たしたことを証する書類をご持参ください。 

（例）・新規に採用された(６ヶ月雇用を充足した)場合 

・・・・雇用保険事業所別被保険者台帳、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、 

登記事項証明書（新任役員の場合）など 

   ・新規に資格を取得した場合・・・・合格証など 

   ・非常勤から常勤になった場合・・・・常勤になった前後の源泉徴収簿及び賃金台帳など 

ただし、新規掲載者が満３５歳以上の技術職員については、不要です。 

ウ 「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入して

ください。また、３５歳未満の場合は数字を○で囲んでください。 

エ 技術職員有資格区分コード表（Ｐ117～Ｐ119 参照）の区分に従い、「経営規模等評価等対象

建設業」（項番１６）で選択した建設業の業種コード及びその業種に適合する当該技術職員が有

する資格コードを最大２業種まで記入してください。 

【注意事項】 

・業種コード及び有資格区分コードを間違えると加点されませんのでご注意ください。 

また、申請書類提出後の選択業種の変更は認められませんので、記入に際しては、十分に 

ご注意ください。 

  ・業種の選択にあたっては、１つの資格から２業種を選択することも、２つの資格で２業種

を選択することも可能ですが、２つとも同一の業種を選択することはできません。 

なお、選択する業種については、審査対象業種（項番１６）のすべてを網羅する必要はあ

りません。（技術職員がゼロとなる業種があっても可。） 
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  ・保有している資格で加点対象となる業種であれば、実際に当該業種の工事に従事していな

くても、選択することは可能です。また、選択した業種に業務が限定されることはありま

せん。 

   ・審査対象業種に対して加点対象とならない資格を記載する必要はありません。 

オ １つの資格で２業種の申請をする場合、有資格区分コードはそれぞれ同じコードを記載します。 

カ 講習受講の欄は１級監理受講者であれば「１」を、それ以外は「２」を記入します。 

【注意事項】 

 ・１級監理受講者に該当するにも関わらず、「２」を記載されているケースが見受けられますの

で、申請前には再度ご確認ください。 

キ ２種類の資格で１つの業種を記入した場合は、上位資格一方のみが加点対象となり、合算は

されません。そのため、ひとつの業種に対して加点対象となる複数の資格を有する場合には、

点数の最も高い資格コードのみ記入してくだい。 

ク 「ＣＰＤ取得単位数」の欄は、審査基準日以前１年のうちに取得したＣＰＤの単位数 

（Ｐ１０２記載の算出式により算出された数値＝「ＣＰＤ取得単位数計算シート」で計算さ

れた各人のＣＰＤ単位）を記入します。 

ケ 名簿の人数は項番１９「技術職員数」の人数と一致します。 

コ 完成工事高及び元請完成工事高において、積み上げを採用した場合には、積み上げを行った

業種を選択することはできません（例えば、完成工事高及び元請完成工事高で「とび・土工・

コンクリート工事」を積み上げにより「土木一式工事」に振り替えている場合、技術職員名簿

の業種コードで「とび・土工・コンクリート工事」は選択不可。） 

サ 実務経験を要する技術職員について、業種コードを２つ記入するためには、それぞれの業種

ごとに必要年数以上の実務経験年数（積み上げ年数）があることが要件となります。 例えば、

「００２」（１０年の実務経験者）の場合、記入した業種ごとに１０年以上の実務経験が必要と

なります。 ただし、期間は重複することができませんので、最低２０年以上必要です。 

また、実務経験年数の取り扱いについては、完成工事高及び元請完成工事高における積み上

げ・分割分類とは関係ありませんので、業種間で経験年数を振り替えることはできません。（例

えば「とび・土工・コンクリート工事」の１０年の実務経験を、「土木一式工事」の １０年の

実務経験として振り替えること）。 

 

（４）各種事例に対する技術職員名簿〔２０００５帳票〕記入方法 

事例 審査基準日：令和 4年 3月 31日 氏名：三重県 太郎 生年月日：昭和 46年 1月 1日 

   保有資格：一級土木施工管理技士（113）、一級建築士（137）、一級管工事施工管理技士（129）、 

二級造園施工管理技士（234）、電気通信工事（実務経験）（002） 

  監理技術者資格者証：平成 30年 3月 1日交付 番号 01011234567  

有する資格（一土施、一管施）、監理技術者講習：平成 30年 5月 1日修了 

 

〔例１〕土木、舗装の２業種を選択する場合（１つの資格で２つの評価対象業種を選択） 

1

講
習

受
講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

01011234567

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習

受
講

1 331 1 13

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

18

生　年　月　日氏　　　　　名

審査
基準日
現在の
満年齢

1

CPD単位
取得数

昭和46年1月1日 2 0 1三重県　太郎 51
 

 

〔例２〕土木、管の２業種を選択する場合（複数の資格からそれぞれ対象業種を選択） 

1

有 資 格
区 分
コ ー ド

有 資 格
区 分
コ ー ド

01011234567

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

2 91三重県　太郎

氏　　　　　名

審査
基準日
現在の
満年齢

業 種
コード

3

講
習

受
講

業 種
コード

昭和46年1月1日

生　年　月　日

8 1 951

CPD単位
取得数

0 12 0 1 1

講
習

受
講
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〔例３〕管、造園の２業種を選択する場合（１級と２級で選択） 

2

講
習

受
講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

01011234567

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習

受
講

3 432 2 29

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

18

生　年　月　日氏　　　　　名

審査
基準日
現在の
満年齢

1

CPD単位
取得数

昭和46年1月1日 2 0 9三重県　太郎 51
 

 

〔例４〕土木、電気通信の２業種を選択する場合（１級と実務経験で選択） 

2

有 資 格
区 分
コ ー ド

有 資 格
区 分
コ ー ド

01011234567

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

0 21三重県　太郎

氏　　　　　名

審査
基準日
現在の
満年齢

業 種
コード

3

講
習

受
講

業 種
コード

昭和46年1月1日

生　年　月　日

8 1 251

CPD単位
取得数

2 02 0 1 1

講
習

受
講

 
 

〔例５〕土木、建築の２業種を選択する場合（１級監理受講者と１級で選択） 

1

講
習

受
講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

01011234567

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習

受
講

3 721 0 13

業 種
コード

有 資 格
区 分
コ ー ド

18

生　年　月　日氏　　　　　名

審査
基準日
現在の
満年齢

1

CPD単位
取得数

昭和46年1月1日 2 0 1三重県　太郎 51
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４．その他の審査項目（社会性等）〔２０００４帳票〕 

（１）各項番の記載方法 

 その他の審査項目（社会性等）の記載要領（Ｐ１０２～Ｐ１０５）をよくお読みください。 

 

（２）建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況について 

ア 建設業退職金共済制度への加入の有無は、「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」（（独）

勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業三重県支部の発行するもの）により確認します。（証

明日は、審査基準日以降の日付としてください。） 

加入している場合でも、一定の基準に達していない等で加入・履行証明書が発行されない場合

は加入していないものとして取扱います。 

 なお、共済契約を締結している場合でも正当な理由がなく共済証紙の購入実績がない場合等、

契約の履行状況が劣っていると認められる場合は、加入していないものとして取扱います。 

※同一の従業員が中小企業退職金共済（中退共）・清酒製造業退職金共済（清退共）・林業退職金

共済（林退共）の各制度と重複加入することはできません。但し、中退共・清退共・林退共制度

に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた

掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。 

＜参考ＨＰ：（独）勤労者退職金共済機構＞ http://www.taisyokukin.go.jp/ 

イ 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無については、次のうちいずれかに該当する場

合のみ導入を有とします。 

（ア）就業規則若しくは労働協約で退職手当の定めがある。 

 退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する定めがあること、

常時 10人以上の労働者を使用する場合には労働基準監督署に届出がなされていることが必要。 

 なお、退職手当の定めがある場合でも著しく小額であり、名目的制度に過ぎないか、あるい

は全く支払が行われていない場合は導入しているとは判断しません。 

また、財源が明らかでないものは不可とします。 

（イ）（独）勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入している。 

（独）勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の発行する加入証明書、共済契約

書等により確認します。 

（ウ）特定退職金共済に加入している。 

所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体（商工会議所など）の発行する加入証明書、

共済契約書により確認します。 

（エ）厚生年金基金を設立している。あるいは、厚生年金基金に加入している。 

 厚生年金基金の発行する加入証書あるいは領収証書（審査基準日を含む月の掛金を納付した

もの）で確認します。 

（オ）確定給付企業年金（基金型・規約型）が導入されている。（確定給付企業年金法第 2条第 1 

項） 

 基金型にあっては企業年金基金の発行する加入証明書、規約型にあっては資金管理運用機関 

の発行する加入証明書により確認します。 

※確定給付企業年金とは、事業主が従業員と年金の内容を約し、高齢期において従業員がその 

内容に基づいた年金の給付を受けることを目的とする基金型企業年金及び規約型企業年金を

いいます。 

（カ）確定拠出年金（企業型）が導入されている。（確定拠出年金法第 2条第 2項） 

 確定拠出年金運用機関の発行する加入証明書により確認します。 

※確定拠出年金（企業型）とは、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独又は共同 

して、その使用人に対して安定した年金給付を行うことを目的とするものをいいます。 

（キ）法人税法に規定する適格退職年金契約を締結している。 

 適格退職年金契約書の原本又は写しにより確認します。 

※適格退職年金制度は、税法上の適格要件を備えた社外積立の年金制度で、税制上の優遇措置 

が認められているものです。事業主は生命保険会社、信託銀行と適格退職年金契約を締結し、 

http://www.taisyokukin.go.jp/
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生命保険会社や信託銀行が払い込まれた保険料、掛金を管理・運用し、退職した職員に年金を 

給付します。 

注）・項番４１及び項番４２の制度は、それぞれが独立した制度として適用することを前提に、導

入されているか否かの判断をします。例えば、建設業退職金共済制度による退職手当につい

て就業規則に定めたとしても項番４２において「１」とすることはできません。  

ウ 法定外労働災害補償制度は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付を行うことを目的と

するものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、中小企業等協同組

合法に基づき共済事業を営む者（全日本火災共済協同組合連合会等）、（一社）全国労働保険事務

組合連合会又は保険会社や公益法人の建設業団体との間で交わされる、労働災害補償保険法に基

づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害（下請負人に係るものを含む。）に関する給付

についての契約であって、次の（ア）～（ウ）のすべての要件に該当するものの契約を締結して

いる場合に加入を有とします。 

（ア）業務災害と通勤災害（出勤及び退勤中の災害）のいずれも対象とすること。 

（イ）当該給付が申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を 

施工する下請負人（数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて）の直接の使用関係に 

ある職員をも対象とするものであること。 

（ウ）当該給付が、死亡及び労働災害補償保険の障害等級第 1級から第 7級までに係る障害補償給 

付及び障害給付、並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とする 

ものであること。ただし、次の事項についてご注意ください。 

 ａ 工事現場単位で加入する制度や記名式の制度は、法定外労働災害補償制度とはなりません。 

 ｂ 保険会社の保険については、 

（ａ）政府の労働災害補償保険に加入しており、かつ、審査基準日を含む年度の労働災害補償 

保険料を納付済であること(適用除外の場合は認められません)。 

（ｂ）被保険者数が上記（イ）の要件を満たすものであること。 

以上が確認された場合のみ加点対象となります。 

なお、この場合（ａ）の要件を確認するため、政府の労働災害補償保険の概算・確定保険 

料申告書及び領収証書（審査基準日を含む年度の分）の持参が必要です。 

  注）・提示する保険証券、加入証明書は、審査基準日が保険契約期間に含まれるものに限ります。 

エ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について 

（ア）若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況については、審査基準日時点における技術職員

名簿に記載された若年技術職員（満 35 歳未満）の人数を技術職員名簿に記載された技術職員

の人数の合計で除した値が０．１５以上である場合に加点して審査します。 

（イ）新規若年技術職員の育成及び確保の状況については、審査基準日において、若年技術職員（満 

35 歳未満）のうち審査対象年において新規に技術職員となった人数を技術職員名簿に記載さ

れた技術職員の人数の合計で除した値が０．０１以上である場合に加点して審査します。 

オ 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況について 

（ア）「ＣＰＤ取得単位数」については、「技術者数」の欄に記載した者が、審査基準日以前１年の

うちに取得したＣＰＤの単位数がある場合に加点して審査します。（ＣＰＤ取得単位数の算出

式については、Ｐ１０２参照） 

    「技術者数」の欄には、規則第７条の３第３号（建設業許可の営業所技術者等の要件に該当

する登録基幹技能者講習を修了した者）若しくは規則第１８条の３第２項第１号に規定する者

（建設業許可の営業所技術者等の要件に該当する者）又は１級若しくは２級の第一次検定に合

格した者（建設業許可の営業所技術者等の要件に該当する者を除く）を記入します。 

    ＣＰＤ取得単位数に計上する者のうち別紙二技術職員名簿に記載のない者は、様式第４号を

提出すること。（技術者については、審査基準日以前６ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、

かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者である事が必要です。） 

 ＣＰＤ取得単位数を計上する場合は、様式「ＣＰＤ取得単位数計算シート」（Ｐ７６～Ｐ７

７参照）を作成し、併せて提出してください。 
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（イ）「技能レベル向上者数」については、審査基準日以前３年のうちに審査基準日の３年前の日

において受けている評価の区分より１以上上位であった技能者がいる場合に、加点して審査し

ます。 

    「技能者数」の欄には、審査基準日において在籍する職員で、審査基準日以前３年間に建設 

工事の施工に従事した者であって、施工体制台帳及び再下請負通知書に係る作業員名簿を作成 

する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者の数を記入します。（建設工事の 

施工の管理のみに従事した者は記入しない。） 

    「控除対象者」の欄には、審査基準日３年前の日以前に国土交通大臣が定める建設技能者の 

能力評価制度に受けた評価が最上位の区分（レベル４）に該当する者を記入します。 

   （技能者については、審査基準日以前６ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期 

   間を特に限定することなく常時雇用されている者である事が必要です。） 

 カ ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況については、審査基準日以前に、女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律(平成２７年法律第６４号)に基づく「えるぼし認定(第１段

階)」、「えるぼし認定(第２段階)」、「えるぼし認定(第３段階)」若しくは「プラチナえるぼし認定」、

次世代育成支援対策推進法(平成１５年法律第１２０号)に基づく「くるみん認定」、「トライくる

みん認定」若しくは「プラチナくるみん認定」又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和４５

年法律第９８号)に基づく「ユースエール認定」を取得しており、かつ、審査基準日時点において、

認定取消又は辞退がなされておらず厚生労働省により認定企業として認められていることが確認

できる場合に、加点して審査するものとします。 

   以下の取得している認定のうち、最も配点の高いものを評価します。（最大５点） 

  （複数の認定を取得している場合であっても、合算して評価されるものではありません。）  

評価の区分 配点 

 

女性活躍推進法に基づく認定 

プラチナえるぼし ５点 

えるぼし認定(第３段階) ４点 

えるぼし認定(第２段階) ３点 

えるぼし認定(第１段階) ２点 

 

次世代法に基づく認定 

プラチナくるみん ５点 

くるみん ３点 

トライくるみん ３点 

若年雇用促進法に基づく認定 ユースエール ４点 

   認定を受けている場合には、それぞれの認定通知書（基準適合一般事業主認定通知書等の都道

府県労働局長から交付された書類）の写しを提出してください。 

 キ「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」 

   建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況については、審査基

準日以前１年のうちに発注者から直接請け負った①に掲げる審査対象工事において、②に掲げる

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施しており、かつ、別記様式

第６号に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓

約書を提出している場合に、加点して審査します。 

① 審査対象工事とは、建設業法施行令第一条の二第一項に定める軽微な建設工事、防災協定(国、

特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７

号）第２条第１項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間における防災活動

に関する協定をいう。)に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工事の請

負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策（以下「軽微な工事等」

という。）以外の日本国内における全ての建設工事又は軽微な工事等以外の日本国内における

全ての公共工事（同法第２条第２項に規定する公共工事をいう。）をいいます。 

② 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置とは、建設キャリアアップシス

テム（一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工

事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄

積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。）におけ

る現場契約情報の作成及び登録を実施しており、かつ、建設工事に従事する者が建設キャリア



55 

アップシステムへの直接入力によらない方法で建設キャリアアップシステム上に就業履歴を

蓄積できる体制を整備することをいいます。 

ただし、審査基準日以前１年のうちに、①に掲げる審査対象工事を１件も発注者から直接請け

負っていない場合には、加点対象としないものとします。 

 ク「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の有無 

技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無については、審査基準日において、国土

交通省が実施する技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言を元請事業者又は下請事業者の

立場で行っており、別記様式第７号に掲げる技能者を大切にする企業の自主宣言制度で宣言した

取り組みについて取組開始日以降行う又は行っている旨の誓約書を提出している場合に、加点し

て審査します。 

なお、上記誓約書を提出しているにもかかわらず、技能者を大切にする企業の自主宣言制度に

おける取組開始日の到来後、宣言した取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法

に違反するおそれがあります。 

 

（３）建設業の営業継続の状況について 

ア 営業年数は、審査基準日における建設業法による許可又は登録を受けて営業していた年数と 

します。なお、その年数に年未満の端数があるときには、これを切り捨てます。ただし、平成

２３年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、

再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又

は更正手続終結の決定を受けた時より起算することとします。 

イ 営業休止又は許可切れの沿革を有するものは、カラム右の表に明記し、当該期間を営業年数

から控除して記載してください。法人成りの場合、個人事業の廃業日から法人の許可日までは

当該期間を営業年数から控除して記載してください。 

ウ 営業の同一性を失うことなく組織変更を行った沿革又は建設業を譲り受けた沿革を有する者 

は変更前又は譲受前の登録・許可を受けた時を営業年数の起算点とするものとします。これら

の沿革についても、カラム右の表に明記してください。 

エ 民事再生法又は会社更生法の適用の有無については、平成２３年４月１日以降の申立てに係 

る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、審査基準日以前に再生手続終結 

の決定又は更正手続終結の決定を受けていない場合に、減点して審査するものとします。 

「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」については、再生手続又は更正手続開始決定日か

ら再生手続又は更正手続終結決定日までの期間に、審査基準日が含まれるか否かで判断してく

ださい。本項に該当する企業は、再生（更正）期間中は「Ｗ２」で一律６０点が減点され、再

生（更正）期間終了後は、「営業年数」はゼロ年から年数計算することとなります。 

 

（４）防災活動への貢献の状況について 

ア 加点対象となる防災協定は次の要件をすべて満たすものです。 

（ア）国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（第 2条第 1項）

に規定する特殊法人等）又は地方公共団体と締結している防災協定であること。 

（イ）災害時の建設業者の活動義務について定めた防災協定であること。ただし、具体的な活動

内容についての制限はなく、建設工事に該当しない活動でも構いません。 

（ウ）防災協定そのものが事実上の請負契約や期間委託契約でないこと。 

（エ）審査基準日時点で有効な協定であること。 

イ 確認書類は次のとおりです。 

（ア）国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（第 2条第 1項）

に規定する特殊法人等）又は地方公共団体と締結している防災協定の写し 

（イ）（ア）の協定を社団法人等の団体が締結している場合は、団体の長が発行した、申請者が一

定の役割を負っていることを証する証明書。 

 

（５）法令遵守の状況について 

ア 法令遵守の状況は、当期事業年度開始の直前１年（審査対象年度）に建設業法第２８条の規 
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定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、減 

点となります。 

※発注機関から指名停止措置を受けたことでは、減点対象とはなりません。 

イ 審査対象年に指示処分又は営業停止処分をされた日が含まれる場合に、対象となります。 

  なお、営業停止の期間が事業年度を跨ぐ場合には、処分日が属する事業年度において減点と

します。 

〔例〕毎年３月３１日が事業年度終了日である企業において、令和５年３月１９日に令和５年４

月１日から令和５年４月１５日の１５日間の営業停止処分がされた場合 

  令和５年３月３１日を審査基準日とする申請では対象となりますが、令和６年３月３１日を

審査基準日とする申請では対象となりません。 

ウ 建設業法第４１条の規定による指導・勧告や国、県、市町等による入札参加資格の指名停止

措置は、本項の対象となりませんのでご注意ください。 

 

（６）建設業の経理の状況について 

  ア 項番５８「監査の受審状況」については、次に掲げるいずれかの場合に加点します 

  （ア）会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意

見又は限定付適正意見を表明している場合（審査基準日における直近の会計監査人が記載さ

れた登記簿謄本が必要です。）不適正意見が付されている場合には、該当しません。 

（イ）会計参与設置会社において、会計参与が会計参与報告書を作成している場合（審査基準日 

における直近の会計参与が記載された登記簿謄本が必要です。） 

（ウ）建設業に従事する職員（雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの（法人

である場合においては常勤の役員を、個人である場合においてはこの事業主を含む。）をいい、

労務者（常用労務者を含む。）又はこれに準ずる者を除く。）のうち、自社に属する経理実務

の責任者であって、項番５９「公認会計士等の数」に掲げられた者が審査対象事業年度にお

ける決算に対して、別添「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」を用いて経

理処理の適正を確認した旨を別記様式２号（Ｐ５９～Ｐ６３参照）の書類に自らの署名を付

して提出している場合 

  ※監査役や社外の公認会計士、税理士（顧問会計士、顧問税理士を含む）等については、自 

社に所属する経理実務責任者に該当しませんので、「経理処理の適正を確認した旨の書類」 

を作成することはできません。 

イ 項番５９「公認会計士等の数」には、公認会計士、税理士及び登録経理士講習実施機関に登

録された１級登録経理士を記入しますが、次の者は含みません。 

  ※パート、アルバイトなど臨時的に雇用されている者、法人の監査役、会計参与、非常勤 

役員、社会保険未加入者、社会保険の被扶養者、他の職員と比較し、著しく低い賃金であ

るなど、常勤性に疑義のある者。 

公認会計士、税理士及び登録経理士講習実施機関に登録された１級登録経理士とは、次のい

ずれかに該当する者です。 

（ア）公認会計士であって、公認会計士法第 28条の規定による研修を受講した者（公認会計士と

して登録されていることが前提） 

（イ）税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者（税理士として登録されてい

ることが前提） 

（ウ）国土交通大臣の登録を受けた登録経理試験の１級に合格した者で、合格した日の属する年

度の翌年度の開始の日（４月１日。以下同じ）から起算して５年を経過しない者、また１級

登録経理講習を受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しない

者 

（エ）登録経理試験の１級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的として一般財

団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌

年度の開始の日から起算して審査基準日において５年を経過しない者 

なお、審査基準日に在籍していればよく、６ヶ月超の在籍期間は必要としません。 
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ウ 項番６０「２級登録経理試験合格者等の数」には、以下に該当する者の数を記入します。 

（ア）２級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日か

ら起算して審査基準日において５年を経過しない者 

（イ）２級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しない者 

（ウ）登録経理試験の２級試験に合格した者を対象に、当該者の知識の向上を目的として一般財

団法人建設業振興基金が実施する講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌

年度の開始の日から起算して審査基準日において５年を経過しない者 

詳しくは、一般財団法人建設業振興基金ホームページ（https://kssc-keiri.com/）をご覧く

ださい（お問い合わせ先も同ホームページ内にあります）。 

なお、審査基準日に在籍していればよく、６ヶ月超の在籍期間は必要としません。 

     登録経理試験１級・２級の合格者が経営事項審査における登録経理試験の加点期限及び加

点期限後も経営事項審査で加点評価を受けるために必要な講習受講時期の目安については、

建設業振興基金のＨＰにも掲載されておりますので、参考にしてください。必要な講習受講

をしていない場合、加点対象になりませんのでご注意ください。 

https://kssc-keiri.com/seminar_criterion.html 

 

（７）研究開発の状況について 

ア 会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見

又は限定付き適正意見を表明している場合に限り、計上できます。なお、会計監査人設置会社

以外の建設業者はカラムに「０」を記入してください。 

イ 事業年度の変更等により審査対象年及び前審査対象年に含まれる月数が２４ヶ月に満たない

場合等は年間平均完成工事高の要領で算定します。 

 

（８）建設機械の保有状況について 

ア 建設機械とは、建設機械抵当法施行令（昭和２９年政令第２９４号）別表に規定するショベ

ル系掘削機（ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドラ

イバーのアタッチメントを有するもの）、ブルドーザー（自重が３トン以上のもの）、トラク

ターショベル（バケット容量が０．４立方メートル以上のもの）及びモーターグレーダー（自

重が５トン以上のもの）、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証（道路運送車両

法(昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の自動車検査証をいう。)の車体の形状の欄に

「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの(以下

「ダンプ車」という。) 及び自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」

と記載されている大型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）

第１２条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が３トン以上の移動式クレーン、同令第１３条第

３項第３３号に掲げる不整地運搬車、同令第１３条第３項第３４号に掲げる作業床の高さが２

メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械及び同表第６号に掲げ

る解体用機械をいうものとします。 

イ 建設機械の保有状況は、審査基準日において、建設機械を自ら所有している場合又は審査基

準日から１年７か月以上の使用期間が定められているリース契約を締結しており、ショベル系

掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、不整地運搬車、高所作業

車、締固め用機械及び解体用機械については労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４

５条第２項に規定する特定自主検査、ダンプ車、アスファルト・フィニッシャについては道路

運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５８条第１項に規定する国土交通大臣の行う検査、

移動式クレーンについては労働安全衛生法第３８条第１項に規定する製造時等検査又は同法第

４１条第２項に規定する性能検査が行われている場合に、その合計台数に応じて加点して審査

するものとします。 

注）ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、高所作業

車、締固め用機械及び解体用機械については特定自主検査記録表の検査年月日が審査基準日以

前１年以内であること、不整地運搬車については特定自主検査記録表の検査年月日が審査基準

日以前２年以内であること、ダンプ車、アスファルト・フィニッシャについては、自動車検査

https://kssc-keiri.com/）をご覧く
https://kssc-keiri.com/）をご覧く
https://kssc-keiri.com/seminar_criterion.html
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証記録事項（審査基準日において有効であるもの。審査基準日後に発行されたものは不可）、

移動式クレーンについては、移動式クレーン検査証の有効期間に審査基準日が含まれているこ

とが確認できないと、加点対象とはなりません。 

 なお、自動車検査証記録事項は検査等のたびに更新されることから、更新等の際は写しを保

管しておくなどのご対応をお願いいたします。 

名称 範囲 定期検査 

ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、

クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有

するもの 

 

 

 

 

特定自主検

査 

ブルドーザー 自重が３トン以上のもの 

トラクターショベル バケット容量が 0.4 立方メートル以上のもの 

モーターグレーダー 自重が 5 トン以上のもの 

不整地運搬車  

高所作業車 作業床の高さが２ｍ以上のもの 

締固め用機械 ロードローラー（ハンドガイドローラー含む）、タイ

ヤローラー、振動ローラー 

※ハンドガイドローラーは自走可能のため加点対象となります

が、コンパクタやランマー等明確に自走能力がない建設機械は

特定自主検査の対象ではないため加点対象とはなりません。 

解体用機械 ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用

つかみ機 

※ベースマシンがショベル系掘削機として加点台数に含まれて 

いる場合には解体用機械として計上できません（アタッチメン 

トの切替で重複計上はできません。）。 

土砂を運搬する貨物 

自動車（ダンプ車） 

自動車検査証の車体の形状欄に、ダンプ、ダンプセミ

トレーラ、ダンプフルトレーラと記載があるもの 

（備考欄に土砂の運搬に制限がある場合は対象外） 

自動車検査 

（車検） 

 

アスファルト・フィニ

ッシャ 

自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フ

ィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車 

移動式クレーン つり上げ荷重 3 トン以上のもの 製造時検査、 

性能検査 

 

（９）国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況については、審査基準日におい

て、一般財団法人持続性推進機構によってエコアクション２１の認証又は公益財団法人日本適合

性認定協会若しくは同協会と相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関によって

国際標準化機構第９００１号（ＩＳＯ９００１）若しくは第１４００１号（ＩＳＯ１４００１）

の規格による登録を受けている場合に、加点して審査するものとします。 

ただし、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている 

場合には、加点対象としないものとします。 
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記載要領 

 １ この様式には、評価対象となる建設機械のみを記載すること。 

 ２ 項番「６２」で記入した台数分の評価対象建設機械を全て記載すること。但し、１５台を超え

る場合については、うち１５台分のみ確認します。 

 また複数ページにわたる場合、ページ数も記入すること。 

 ３ 売買契約書（もしくはリース契約書）や特定自主検査記録表などの確認書類の右上余白に上記

記載に対応するＮｏ．を記載し、新規掲載分はその写しを添付すること。（継続分は確認（提示）

書類） 

 ４ 前回認められた機械について、自己所有及びリース契約で内容に変更のない場合は、「Ｎｏ．」

に○を付け、契約書類は省略すること。 

 ５ 「対象機械名称」欄は、①ショベル系掘削機、②ブルドーザー、③トラクターショベル、④モ

ーターグレーダー、⑤ダンプ車、⑥アスファルト・フィニッシャ、⑦移動式クレーン、⑧不整地

運搬車、⑨高所作業車、⑩締固め用機械及び⑪解体用機械の別を記載すること。 

 ６ 「種別または規格」欄について 

①「ショベル系掘削機」にあっては、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、ク

レーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有する旨を記載。（例：バックホウ） 

  ②「ブルドーザー」にあっては、自重を記載。(例：３．５トン） 

  ③「トラクターショベル」にあっては、バケット容量を記載。（例：０．５立方メートル） 

  ④「モーターグレーダー」にあっては、自重を記載。（例：２０トン） 

  ⑤「ダンプ車」（自動車検査証の車体の形状の欄にダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレ

ーラのいずれの記載があるもの）にあっては、自動車検査証記録事項の用途欄に記載されてい

る内容を記載。（例：貨物） 

  ⑥「アスファルト・フィニッシャ」（自動車検査証の車体の形状の欄にアスファルト・フィニッシ

ャと記載されている大型特殊自動車）にあっては、自動車検査証記録事項の自動車の種別に記

載されている内容を記載。（例：大型特殊） 

  ⑦「移動式クレーン」にあっては、つり上げ荷重を記載。（例：１０トン） 

  ⑧「不整地運搬車」にあっては、記載不要。 

  ⑨「高所作業車」にあっては、作業床の高さを記載。（例：２メートル） 

⑩「締固め用機械」にあっては、ロードローラー（ハンドガイドローラー含む）、タイヤローラー、

振動ローラーの機械の種別を記載。 

⑪「解体用機械」にあっては、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の

機械の種別を記載。 

７ 「型式／製造番号」欄には、「ダンプ車」及び「アスファルト・フィニッシャ」は自動車検査

証記録事項に記載されている車台番号、「移動式クレーン」は移動式クレーンに検査証に記載

されている型式及び刻印番号、それ以外の建設機械は特定自主検査記録表に記載されている型

式及び製造番号を記載すること。 

 ８ 「保有の状況」欄は、「自社所有」又は「リース」の該当する方を○で囲む。 

 ９「検査実施年月日又は検査有効期限」欄は、上記５の①～④及び⑧～⑪については、特定自主検

査記録表の検査年月日を、⑤、⑥については自動車検査証記録事項の有効期間満了日を、⑦に

ついては移動式クレーン検査証の有効期間末日を記入すること。新車の場合は「○新」を記載す

ること。 

１０「申請者」欄は、最終ページに商号名称、代表者名を記入し、提出すること。 
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搬

す
る

貨
物

自
動

車
で

な
い

場
合

は
不

可
と

な
り

ま
す

。
⑥

ア
ス

フ
ァ

ル
・
ト

フ
ィ

ニ
ッ

シ
ャ

：
自

動
車

検
査

証
の

車
体

の
形

状
の

欄
に

「
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
大

型
特

殊
自

動
車

⑦
移

動
式

ク
レ

ー
ン

（
つ

り
上

げ
荷

重
３

ト
ン

以
上

の
も

の
）

⑧
不

整
地

運
搬

車
⑨

作
業

床
の

高
さ

が
２

メ
ー

ト
ル

以
上

の
高

所
作

業
車

⑩
締

固
め

用
機

械
（
ロ

ー
ド

ロ
ー

ラ
ー

（
ハ

ン
ド

ガ
イ

ド
ロ

ー
ラ

ー
含

む
）
、

タ
イ

ヤ
ロ

ー
ラ

ー
、

振
動

ロ
ー

ラ
ー

）
⑪

解
体

用
機

械
（
ブ

レ
ー

カ
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト

圧
砕

機
、

解
体

用
つ

か
み

機
、

鉄
骨

切
断

機
）

の
う

ち
い

ず
れ

か
。

リ
ー

ス
契

約
に

あ
っ

て
は

、
審

査
基

準
日

か
ら

将
来

に
渡

っ
て

１
年

７
ヶ

月
以

上
の

契
約

期
間

を
有

す
る

こ
と

。

記
載

要
領

５
の

①
～

④
及

び
⑨

～
⑪

に
つ

い
て

は
、

検
査

年
月

日
が

審
査

基
準

日
以

前
１

年
以

内
の

も
の

、
⑧

に
つ

い
て

は
、

検
査

年
月

日
が

審
査

基
準

日
以

前
２

年
以

内
の

も
の

、
⑤

～
⑦

に
つ

い
て

は
、

審
査

基
準

日
が

有
効

期
限

内
の

も
の

。
新

車
の

場
合

は
「
新

」
を

記
載

す
る

こ
と

。
※

⑪
の

場
合

は
、

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
、

ベ
ー

ス
マ

シ
ー

ン
の

両
方

と
も

検
査

を
受

け
て

い
る

こ
と

が
必

要
。

商
号

又
は

名
称

、
代

表
者

名
を

記
載

。

審
査

基
準

日
以

降
の

日
を

記
載

。

前
回

と
同

じ
機

械
の

場
合

は
、

○
を

付
け

る
こ

と
。

令
和

５
年

１
月

申
請

分
よ

り
、

ダ
ン

プ
車

の
「
種

別
ま

た
は

規
格

」
欄

に
は

、
自

動
車

検
査

証
記

録
事

項
の

用
途

欄
に

記
載

さ
れ

て
い

る
内

容
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

ダ
ン

プ
車

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
は

、
自

動
車

検
査

証
記

録
事

項
に

記
載

さ
れ

て
い

る
車

台
番

号
を

記
入

。

移
動

式
ク

レ
ー

ン
は

移
動

式
ク

レ
ー

ン
検

査
証

に
記

載
さ

れ
て

い
る

型
式

及
び

刻
印

番
号

を
記

入
。

注
：
解

体
用

機
械

を
記

載
す

る
場

合
、

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
だ

け
で

は
点

数
に

な
り

ま
せ

ん
。

（
解

体
用

機
械

は
解

体
用

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
の

み
で

は
不

可
）

そ
の

た
め

、
こ

の
様

式
に

記
載

が
な

い
ベ

ー
ス

マ
シ

ン
に

付
け

て
使

用
し

て
い

る
こ

と
が

わ
か

る
所

有
確

認
書

類
・
特

定
自

主
検

査
記

録
表

を
持

参
い

た
だ

き
、

１
つ

の
行

に
解

体
用

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
お

よ
び

ベ
ー

ス
マ

シ
ン

の
各

情
報

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
ま

た
、

解
体

用
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト

に
関

す
る

記
載

に
は

（
解

）
、

ベ
ー

ス
マ

シ
ン

に
関

す
る

記
載

に
は

（
ベ

ー
ス

）
と

い
っ

た
、

そ
れ

ぞ
れ

が
判

別
で

き
る

よ
う

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

リ
ー

ス
契

約
に

あ
っ

て
は

、
審

査
基

準
日

か
ら

将
来

に
渡

っ
て

１
年

７
ヶ

月
以

上
の

契
約

期
間

を
有

す
る

こ
と

。
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【特定自主検査記録表（例）】

※使用者住所・氏名、型式、製造・車体番号は正確に記入してください。

この部分により対象となる建

設機械の適否を判断します。

審査基準日から遡って1年以

内に検査を受けていることを

確認します。

型式等が売買契約書や前回の

記録表上の機械と一致してい

ることを確認します。

企画が限定されている機械は

要確認してください。記載が

ない場合はカタログ等で確認

します。

 

【移動式クレーン検査証（例）】 
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自動車検査証記録事項（タイプA）の確認箇所【ダンプ車】

①「記録年月日」が審査基準日前であること

②「登録年月日/交付年月日」が審査基準日以前であること

③「有効期限が満了する日」が審査基準日以後であること

④「所有者の氏名又は名称」欄が申請会社であること。

　※申請会社でない場合は、別途契約書等所有が確認できるもの若しくはリースの場合はリース契約書が必要です。

⑤「用途」欄が「貨物」であること。

⑥「車体の形状」欄が「ダンプ」「ダンプセミトレーラ」「ダンプフルトレーラ」であること。

⑦「備考」欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両でないこと。  

自動車検査証記録事項（タイプA）の確認箇所【アスファルト・フィニッシャ】

①「記録年月日」が審査基準日前であること

②「登録年月日/交付年月日」が審査基準日以前であること

③「有効期限が満了する日」が審査基準日以後であること

④「所有者の氏名又は名称」欄が申請会社であること。

　※申請会社でない場合は、別途契約書等所有が確認できるもの若しくはリースの場合はリース契約書が必要です。

⑤「自動車の種別」欄が「大型特殊」であること。

⑥「車体の形状」欄が「アスファルト・フィニッシャ」であること。  

⑤「自動車の種別」欄が「大型特殊」であること。

⑦「車体の形状」欄が「アスファルト・フィニッシャ」であること。

①

②

③

⑤

⑦

⑧

④

【自動車検査証記録事項（例）】

⑥
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自動車検査証記録事項（タイプB）の確認箇所【ダンプ車】

①「記録年月日」が審査基準日前であること

②「登録年月日/交付年月日」が審査基準日以前であること

③「有効期限が満了する日」が審査基準日以後であること

④「使用者の氏名又は名称」欄が申請会社であること。

　※申請会社でない場合は、別途契約書等所有が確認できるもの若しくはリースの場合はリース契約書が必要です。

⑤「用途」欄が「貨物」であること。

⑥「車体の形状」欄が「ダンプ」「ダンプセミトレーラ」「ダンプフルトレーラ」であること。

⑦「備考」欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両でないこと。  

自動車検査証記録事項（タイプB）の確認箇所【アスファルトフィニッシャ】

①「記録年月日」が審査基準日前であること

②「登録年月日/交付年月日」が審査基準日以前であること

③「有効期限が満了する日」が審査基準日以後であること

④「使用者の氏名又は名称」欄が申請会社であること。

　※申請会社でない場合は、別途契約書等所有が確認できるもの若しくはリースの場合はリース契約書が必要です。

⑤「自動車の種別」欄が「大型特殊」であること。

⑥「車体の形状」欄が「アスファルト・フィニッシャ」であること。  

①

②

③

⑥

⑦

⑧

④

【自動車検査証記録事項（例）】

⑤
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様式第５号

（用紙A４）

　　年　　月　　日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

合計 （人） （人） （人）

技能者名簿

　　該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

２　｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

　　評価を受けた日を記載すること。

３　｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

　　に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

５　本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

４　｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

　　が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

　　場合に、○印を記載すること。　

記載要領

　　前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。
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様式第５号

記入例 （用紙A４）

令和　４年　６月３０日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

1 三重　太郎 昭和40年1月1日 令和2年10月1日 〇

2 伊勢　花子 昭和50年1月11日

3 桑名　次郎 昭和35年3月20日 平成29年12月10日 〇

4 松阪　三郎 平成3年9月25日 令和2年9月5日

5 志摩　四郎 昭和45年12月10日 令和2年11月30日

合計 5（人） 1（人） 1（人）

５　本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

　　が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

２　｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

　　評価を受けた日を記載すること。

３　｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

　　前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

４　｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

　　場合に、○印を記載すること。　

　　該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

技能者名簿

記載要領

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

　　に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

１ 審査基準日において在籍する職員で、審査基準日以前３年間に建設工事の施工に従事

した者であって、施工体制台帳及び再下請負通知書に係る作業員名簿を作成する場合に

建設工事に従事する者として氏名が記載される者について作成すること。（建設工事の

施工の管理のみに従事した者は除く）

２ 認定能力評価基準による評価（以下、技能者レベルと言う）を受けている者について、

審査基準日時点で最新の評価日を記載すること。

（評価を受けていない場合はレベル１となり、評価日は空欄となります。）

３ 審査基準日の３年前の日時点で受けている技能者レベルよりも、審査基準日ににおい

て１つでもレベルが向上した方は、レベル向上の有無欄に「〇」を記載すること。

４ 「控除対象」の欄には、審査基準日の３年前の日以前に、評価が最上位の区分（レベ

ル４）に該当する者の場合に「〇」を記載すること。

５ 合計欄にそれぞれの該当者の人数を記載し、この人数を別紙三その他の審査項目の

項番６２に記載すること。

審査基準日を記入

 
 

 

この合計人数が１人以上の場合は確認書類も必要です。「(表４)確認書

類一覧表」No.17を参照してください。 

また、０人の場合でも、技能者以外でＣＰＤ単位を取得した者がいる場

合は、ＣＰＤ単位数に係る合計点算出に影響するため、この欄に「０

(人)」と記入して、この様式を提出してください。 

１ 対象者 

審査基準日以前に６か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用

されており、審査基準日において在籍する職員で、審査基準日以前３年間に建設工事の施工に従事した者であ

って、施工体制台帳及び再下請負通知書に係る作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名

が記載される者について作成すること。（建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く） 

２ 評価日 

認定能力評価基準による評価（以下、技能者レベルと言う）を受けている者について、審査基準日時点で最新の

評価日を記載すること。（認定能力評価基準による評価を受けていない場合はレベル１となり、評価日は空欄とな

ります。） 

３ レベル向上の有無 

審査基準日の３年前の日時点で受けている技能者レベルよりも、審査基準日において１つでもレベルが向上し

た方は、レベル向上の有無欄に「〇」を記載すること。 

※評価無しの方が、レベル１の判定を受けた場合は、技能レベル向上者には該当しません。 

４ 控除対象 

「控除対象」の欄には、審査基準日の３年前の日以前に、評価が最上位の区分（レベル４）に該当する者の場

合に「〇」を記載すること。 

５ 合計欄にそれぞれの該当者の人数を記載し、この人数を別紙三その他の審査項目の項番４７に記載すること。 
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※様式は三重県ホームページ「建設業のための広場」の「経営事項審査」申請様式のページに、掲載

しています。 

 ＣＰＤ取得単位数を計上する場合は、必ず本様式で計算し、算出した数字を「別紙二 技術者職員

名簿」、「様式４号 ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」及び「項番４６ ＣＰＤ単位取得数」に記載

の上、提出してください。 

 手書きでの提出も可ですが、手書きの場合は各自計算をお願いします。 
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（記載箇所） 
別紙二

申請者

監理技術者資格者証
交付番号

8 ２日４ 年 月

３ 8 ２

２ 8 ２年 月 日

日年 月

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

有資格
区分
コード

3 5 10

１ 8 ２

業種
コード

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

講
習
受
講

技　術　職　員　名　簿

CPD単位
取得数

頁

通番
業種
コード

有資格
区分
コード

講
習
受
講

項 番 3 5

頁 数 8 １

年 月 日

 
 

 

様式第４号

（用紙A４）

　　　年　　　月　　　日

通番 氏名 生年月日 CPD単位

CPD単位を取得した技術者名簿

（技術職員名簿に記載のある者を除く）
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様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。

建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。

建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

申請代理人

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

殿 申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人

2.個人

1.一般

2.特定

（用紙Ａ４）

2 0 0 0 1

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

経 営 規 模 等 評 価 再 審 査 申 立 書
総 合 評 定 値 請 求 書

令和　５　年　１１月　３０日　　　　　　　　　　

職印

地方整備局長

北海道開発局長

三重県知事

項 番 請求年月日
3 5 9 10 15 20

申 請 年 月 日 0 1 令和 年 月 日 令和 年 月 日

3 5 10 11 15

－

申 請 時 の
許 可 番 号

0 2
大臣

コード 2 4
国土交通大臣

許可 （
般

－ ） 第 0 0 0 1 2 3 号 令和 0 1 年 1 0 月 2 3 日
知事 三重県知事 特

3 5 10 11 15

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

0 3
大臣

コード
国土交通大臣

許可 （
般

－ ） 第 月号 令和 日
知事 三重県知事 特

3 5

年

0 6 月 3審 査 基 準 日 0 4 令和 0 0 日

3

申 請 等 の 区 分 0 5 1

5 年

3 5

処 理 の 区 分 0 6 0 0

3 4 5 10 14 15 20 25

法 人 又 は 個 人 の 別 0 7 1 （ ）
,

0
,

4 0
,

0 0 2 0 2 40 0 （千円） 5 0 0 0 0 1

3 5 10 15 20

0

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

0 8 ミ エ ケ ン ｸﾞ ﾐ

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称 0 9 三 重 県 組 （ 株 ）

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

代 表 者 又 は 個 人 の 氏 名
の フ リ ガ ナ

1 0 ミ エ ケ ン ハ ナ コ

3 5 10

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

1 1 三 重 県 花 子

3 5

主 た る 営 業 所 の 所 在 地
市 区 町 村 コ ー ド

1 2 2 4 2 0 1

3 5 10 15 20

主 た る 営 業 所 の 所 在 地 1 3 桜 橋 3 － 4 4 6 － 3 4

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

郵 便 番 号 1 4 5 1 4 － 0 0 0 6 電 話 番 号 0 5 9 - 2 2 4 - 2 6 6 0

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

3 5 10 15 20 25 30

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

1 5 2 2 1 2 （ ）

3 5 10 15 20 25 30

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

1 6 9 9 9

0 1

三重県津市桜橋３丁目４４６－３４

三重県組株式会社
代表取締役 三重県 花子

記入例１

今回申請及び請求しない項
目を消す

不要なものは消す

大臣許可は００、知事許可は２４を記入

右詰めで記入し左余白は０で埋める

許可を受けた年月日が複数ある場合
は、申請時点で有効な最も古いものを
記入

前回申請時の許可番号と異なる場合のみ記入
（許可切れ後、再度新規に許可を取得した場合や異なる行政庁の
許可を得ていた場合など）

通常、直前の事業年度の終了日を記入

※ペン又はボールペンで記入してください。但し、押印以外はコピーによる提出可。 代理申請の場合のみ記載。申請代理人となる行政書士の記名及
び職印の押印の他、申請者の委任状が必要。

行政書士法人の場合は事務所名の記載、代表者名（代表者を定
めていない場合は使用人行政書士を除く所属行政書士名）の記
名、行政書士法人の職印の押印の他、委任状が必要。

三重県津市広明町××番地
行政書士 行政 太郎

記載要領８の表から申請等の種類に該当するコードを記入

記載要領９の表から処理の種類に該当するコードを記入

記載要領９の別表（２）「処理の種類」のいずれかに該当する場合のみ、対応する
コードを記入

フリガナは濁音、半濁音を含み１カラムで記入。「・」はフリガナ不要。

法人の種類の略号はフリガナ不要

姓と名の間は１カラム空ける

市町コード表（P１０５参照）により記入
市町に続く町名街区以下を記入。「丁目」、「番」、「号」等は”－”

（ハイフン）で記入

局番の間は”－”（ハイフン）で継ぎ、左詰で記入

申請時に許可を受けている業種に、一般許可は「１」、特定許可は「２」を記入する。
（審査基準日時点ではありません。）

許可を受けていても、審査を受けない業種のカラムは空白。
審査対象業種として「９」を記入した業種について別紙一「工事種類別完成工事高」に記載する。
※業種の追加経審を行う際は、追加業種が判るように数字を○で囲む。

企業の単独決算の資本金額
※個人事業主は記入不要

国税庁から指定・通知された１３桁の
法人番号を記入
※個人事業主は記入不要

※原則として、申請書類の受付後は、申
請者側の理由による訂正は出来ません。

誤った申請内容に基づく経営事項審査の
結果が通知されますので、 申請前に再
度内容をご確認ください。

商号、代表者、所在地、許可業種等については、申請
日現在の状況を記入すること（審査基準日時点ではあ
りません）。
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審査対象

1.基準決算

2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。

技術職員名簿については別紙二による。

その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記入すること。

連絡先

所属等 総  務  課 氏名 鳥 羽　 次 郎，○　鳥 羽　　花 子 ０５９－２２４－２６６０

ファックス番号 ０５９－２２４－３２９０

申請者 三重県組（株）

項 番
3 5 10 13

自 己 資 本 額 1 7
, ,

4 0
,

9 8 1 （千円） 5 42 ( ) 基 準 決 算 2 6 (千円)

’ ’ ’

3

直 前 の

審 査 基 準日
4 6 5 3 7 (千円)

’ ’ ’

3 5 10

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

1 8
, ,

1 6
,

8 4 0 （千円）
利益額（利払前税引前償却前利益）

= 営業利益+減価償却実施額

審 査 対 象 事 業 年 度 審 査 対 象 事 業 年 度 の 前 審 査 対 象 事 業 年 度

営 業 利 益 1 0 4 9 3 (千円) 営 業 利 益 1 2 1 0 7 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

減 価 償 却
実 施 額

5 2 1 9 (千円)
減 価 償 却
実 施 額

5 8 6 2 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

3 5

技 術 職 員 数 1 9
,

1 4 （人）

3 5

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

2 0 9 9

第　　　　　　　　号 令和　　　年　　　月　　　日

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項 再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

電話番号

9 9 9 9 ○○○経営状況分析センター

２期平均選択時のみ、上下段とも記入。
それぞれの決算期における貸借対照表の「純資産の部」の合計額を記入
基準決算選択時は記入不要

商号又は名称を記入

基準決算の場合「１」を記入
２期平均の場合「２」を記入

「基準決算」の場合、審査対象事業年度における貸借対照表の「純資産の部」の合計額を記入。（ 「経営状況分析結果通知書」の項

番７１１２の自己資本額と一致させる）
２期平均の場合、右表の上下段の数値を足して２で割った数（千円未満切捨て）

４つの数値については、項番０６で処理区分が「００」の場合は、経営状況分
析結果通知書の下部に記載された参考値から記入
（決算期変更、合併、事業譲渡、会社分割等の特殊な場合を除く）
決算期が12ヶ月に満たない場合の換算方法は完成工事高と同じ方法で換算して
算出し、余白に算出式を記入する。

１ ２

２期平均額を記入（右表①②数値を足して２で割った数）
（千円未満切捨て）
マイナスの場合は「－」ではなく、「△」を記入

別紙二 技術職員名簿の人数を記入
右詰で記入し、左余白は空白

登録経営状況分析機関の登録番号（P１０５参照）をカラムに記入し、その名称を記載
空位のカラムは０で埋める

この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号等を記入する。
なお提出者の確認を行うため、氏名欄記載の者が提出者と異なる場合は、提出者の氏名を追記し、名前の前に○印をつける。
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別紙一

1.2年平均

2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

3 5

3 5

, , , , ,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

, , , , , , ,

40

3 4 合　計

20 23 25 30 33 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度その他   工事

3 5 10 13 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

, , , , , , , , , , ,,
3 3 その他

23 25 30 33 35 403 5 10 13 15 20

  とび・土工 審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度コンクリート工事

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0 0
, , , , , , , ,

1 9 5
, ,

6 8 8 2
, ,

1 52 7 5 4 42 11 3 4 7

36 40 45

3 2 0 5 0

16 20 25 26 30 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度建築一式工事

3 5 6 10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

5
, , , , , , , , ,

5 3 1 1
, ,

1 1 5
,

5 39 9 2 8 559 9 2 8

40 45

3 2 0 2 0

20 25 26 30 35 363 5 6 10 15 16

プレストレストコン 審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度クリート構造物工事

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0
, , , , , , , , , ,

0
, ,

00

36 40 45

3 2 0 1 1

16 20 25 26 30 35

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度土木一式工事

3 5 6 10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

0 0
, , , , , , , ,

3 5 6 0
, ,

6 0 0 0
, ,

3 94 0 3 1 0 00 04 5 2 0

36 40 45

3 2 0 1 0

16 20 25 26 30 35

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 々 審 査 対 象 事 業 年 度

    年    月～    年    月

業 種
コ ー ド

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高

月 1 （ ）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

    年    月～    年    月

至 0 5 年 0 60 4 年 0 7 月4 年 0 6 月 自年 0 7 月 至 0

11 13 15 17 19

3 1 自 0 3

項 番 3 5 7 9 10

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

申請者 三重県組（株）

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

審査対象事業年度 計算基準の区分

（用紙Ａ４）

2 0 0 0 2
記入例２ － ２年平均を選択した場合 －

２枚目以降の用紙には記入不要

項番１６「対象建設業」の業種と一致。
記載要領４のコード表から記入

右詰で記入し
左余白は空白

「土木一式工事」を申請した場合は次の欄に内訳の「プレストレストコンクリート構造
物工事」（コード番号０１１）を必ず記入（完成工事高が「０」の場合は「０」を記入）。
同様に「とび・土工・コンクリート工事」の場合は「法面処理工事」（コード番号０５１）を、
「鋼構造物工事」の場合は「鋼橋上部工事」（コード番号１１１）を記入。

完成工事高の無い場合でも必ず「０」を記入

必ず記入。２枚目以降も記入

左欄「完成工事高」のうち
「元請完成工事高」について記入

２年平均の場合は「１」である。
（※「２」ではない。）

・金額は消費税抜き（ただし、免税事業者は消

費税込み）。

・千円未満切り捨て。「千円単位」で右詰めで

記入し、左余 白は空白。
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別紙二
（用紙Ａ４）

2 0 0 0 ５

技　術　職　員　名　簿
申請者　　三重県組（株）

項 番 3 5

頁 数 8 1 0 0 1 頁

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業 種
コ ー
ド

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

業 種
コ ー
ド

有 資 格
区 分
コ ー ド

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

CPD単位
取得数

3 5 10

1 三重県　次郎 昭和33年5月19日 63 8 2 0 1 1 1 3 1 0 5 1 1 3 1 00011234567 6

2 三重県　三郎 昭和36年4月20日 60 8 2 0 1 2 1 4 2 0 5 2 1 4 2

3 三重県　四郎 昭和38年4月1日 58 8 2 0 1 1 1 3 1 0 5 1 1 3 1 01011357924 30

4 三重県　花子 昭和39年8月8日 58 8 2 0 1 1 1 3 2 0 2 1 3 7 2

5 ○ 松阪　一郎 昭和41年11月30日 56 8 2 0 1 1 1 3 1 0 2 1 2 0 1 00012468013

6 志摩　二郎 昭和63年7月4日 34 8 2 0 1 1 1 3 2 0 2 1 3 7 2

7 桑名　三平 昭和42年8月27日 55 8 2 0 2 2 2 1 2

8 熊野　一子 昭和63年1月10日 34 8 2 0 2 1 3 7 2

9 ○ 安濃津　弥七 平成5年10月15日 29 8 2 0 1 2 1 4 2 0 5 2 1 4 2

10 四日市　洋八 昭和49年9月2日 48 8 2 0 5 1 7 3 2

11 尾鷲　九児 昭和48年4月2日 48 8 2 0 5 0 6 4 2

12 伊勢　百恵 昭和40年5月11日 56 8 2 0 1 0 0 2 2

13 鈴鹿　五郎 昭和30年7月21日 67 8 2 0 1 0 0 2 2

14 伊賀　太郎 昭和53年7月1日 44 8 2 0 5 0 0 2 2

15 8 2

16 8 2

17 8 2

18 8 2

19 8 2

20 8 2

21 8 2

22 8 2

23 8 2

24 8 2

25 8 2

26 8 2

27 8 2

28 8 2

29 8 2

30 8 2

技術職員が、ＣＰＤ単位によって
取得を認定された単位数を、
別表第１８の左欄に掲げるＣＰＤ
認定団体ごとに右欄に掲げる数
値で除し、３０を乗じた数値を記
入する。（小数点以下は切り捨
て）

※計上できるのは、技術職員１
名に付き、１団体分の単位のみ。
（ただし、算入できるＣＰＤ単位
数は、1人 当たり30単位を上限
とする。）

※「ＣＰＤ取得単位数計算
シート」で計算された各人
のＣＰＤ単位を記入する。

記入例４ 右詰で記入し、左余白は「０」で埋め
る。２枚以上となる場合、2枚目であ
れば「００２」、3枚目であれば「００３」
と頁数を記入。

氏名は記入欄の左側に少し余白を設けて記入

実務経験で技術者となった場合は、「実務経験証明書」が必
要。また、新たに2業種該当することとなった場合は、2業種と
も「実務経験証明書」が必要。なお、それぞれ実務経験期間
の重複不可。
令和３年６月以降の申請において、実務経験が必要な資格
区分コード（００２など）で新規に掲載する場合は、実務経験
証明書の内容確認を行います。（詳細は表４確認書類一覧
表の注７）参照）

監理技術者資格者証の番号を記入

審査対象業種の中から、業種を１つ選択し、コード番号を記
入。審査対象業種以外の業種を選択することはできない。
（同一の業種コードを選択することはできない。）

技術職員１人につき2業種のみ申請可
（業種コードには、必ず審査対象となる業種分のみ記入す
る。）

（2業種の考え方）
・ 1資格から2業種選択でもＯＫ

例：土木施工管理技士→土木・とび
この場合、同じ有資格区分コードを２箇所に記入

・ 2資格から1業種ずつ選択でもＯＫ
例：土木施工管理技士・建築士→土木・建築

申請する業種に係る監理技術
者資格者証の交付を受け、講
習受講していなければ加点対
象とはならない。
欄には「２」を記入

審査基準日時点での満年齢を記
入
注：満年齢が上がるのは誕生日の
前日です。

審査対象年内に新規に技術職員となった
者（前回の技術職員名簿に記載の無い者）
の場合は「○」を記入

３５歳未満の場合は「○」を付す。

「講習受講」欄について

申請する業種について、次の①から③の要件を全て満たす場合は「１」を、
それ以外の場合は「２」を記入

① 法第15条第2号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）
② 審査基準日において申請業種に係る有効な監理技術者資格者証

の交付を受けた者
③ 法第26条の6から8の規定による講習を受講した者（受講した年の

翌年から起算して5年を経過しない者に限る）

※ 現行の２級技術者及びその他の技術者が監理技術者講習修了証を保
有していても１点の加点評価にはなりません。

＜記入上の注意事項＞

・各々の技術者について、保有する資格によって加点対象となる業種であって、なおかつ「経営規模等評価
等対象建設業」（項番１６）で選択した業種の中から２業種までを選択する。
選択した業種に対してのみ加点される。
なお、１つの業種について、２つの資格で申請することは出来ません。

・選択した業種に対応する資格コードをそれぞれ記入する。
業種コードや資格コードを間違えて記入すると加点されませんのでご注意ください。

・基幹技能者として「技術職員名簿」に記入できるのは、国土交通大臣の登録を受けた基幹技能者講習（＝
登録基幹技能者講習）を修了した者に限る。

・審査対象業種に対して加点対象とならない技術者については、技術職員名簿に記入しないこと。
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記載要領 

１ この名簿は、０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）において在籍する技術職員

（建設業法施行規則第 18条の３第２項第１号から第３号に該当する者。以下同じ。）に該当する者全員につい

て作成すること。なお、一人の技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとする。 

２        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、

かつ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば    １ ２ のように右詰めで記入するこ

と。 

３ ８ １「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ ３、12

枚目であれば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。 

４ 「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入すること。 

５ 「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入すること。 

６ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設

業の種類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。 

 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

土 木 工 事 業               

建 築 工 事 業               

大 工 工 事 業               

左 官 工 事 業               

と び ・ 土 工 工 事 業               

石 工 事 業               

屋 根 工 事 業               

電 気 工 事 業               

管 工 事 業               

タイル・れんが・ブロック工事業               

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

鋼 構 造 物 工 事 業              

鉄 筋 工 事 業              

舗 装 工 事 業 

し ゆ ん せ つ 工 事 業              

板 金 工 事 業              

ガ ラ ス 工 事 業              

塗 装 工 事 業              

防 水 工 事 業              

内 装 仕 上 工 事 業              

機 械 器 具 設 置 工 事 業              

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 29 

  

熱 絶 縁 工 事 業              

電 気 通 信 工 事 業              

造 園 工 事 業              

さ く 井 工 事 業              

建 具 工 事 業              

水 道 施 設 工 事 業              

消 防 施 設 工 事 業              

清 掃 施 設 工 事 業              

解 体 工 事 業               

 

 

７ 「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で記入したコードに対応

する建設業の種類に係るものについて表１２「技術職員有資格区分コード」（Ｐ117～119）の分類に従い、該当

するコードを記入すること。 

８ 「講習受講」の欄は、建設業法第 15条第２号イに該当する者が、法第 27条の 18第１項の規定により監理技

術者資格者証の交付を受けている場合であつて、法第 26条の６から第 26条の８までの規定により国土交通大

臣の登録を受けた講習を受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。 

９ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第 27条の 18第１項の規定により監理技術者資格者証の交付を

受け、かつ講習を受講している者についてその交付番号を記載すること。 

10  「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第 18条の３第２項第１号に規定する者又は１級若

しくは２級の第一次検定に合格した者が、審査基準日から１年以内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理

に従事する者を対象としてその能力の向上を目的として行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数（技

術職員が、ＣＰＤ単位によって取得を認定された単位数を、別表第１８の左欄に掲げるＣＰＤ認定団体ごとに

右欄に掲げる数値で除し、３０を乗じた数値（小数点以下は切り捨て）、ただし、参入できるＣＰＤ単位数は

一人当たり 30単位を上限とする）を記入すること。 
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別紙三

申請者 三重県組（株）

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

, , ,

, , ,

建設業の営業継続の状況

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ １ 1 〔1.有、2.無 〕

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

3

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ３ 1 〔1.有、2.無 〕

3

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ２ 1 〔1.有、2.無 〕

21.4 (％)

3

3 技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４ 1 〔1.該当、2.非該当 〕 14

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５ 1 〔1.該当、2.非該当 〕
新規若年技術職員数(Ｃ)

(人) 3 (人)

新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

1 (人) 7.1 (％)

3 5 10 11

3

技能レベル向上者数 ４ ７

技術者数4 6 (単位）CPD単位取得数 ４ ６

控除対象者数1（人） 技能者数

8（人）1

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９ 1 〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

（人）

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況 ４ ８ 1

　1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
　3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定、5. 非該当

15（人）

3

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況 ５ １ 1 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０ 1 〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有
無 ５ ２ 1 〔1.有、2.無 〕

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日 休業等期間 備考（組織変更等）

年　　　　か月 平成2年4月1日法人成平成

令和
営業年数 ５ ３ 3 9

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 2 〔1.有、2.無 〕 令和

（年）
昭和

57 年   4 月   1 日

   年     月     日 令和      年     月     日 令和      年     月     日

3

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

営業停止処分の有無 ５ ６ 2 〔1.有、2.無 〕

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 2 〔1.有、2.無 〕

3

監査の受審状況 ５ ８ 4
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3 5

指示処分の有無 ５ ７ 2 〔1.有、2.無 〕

3

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

公認会計士等の数 ５ ９
,

1 （人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

0 （人）

3 5 10

3 5

研究開発費（２期平均） ６ １
,

0 （千円）
, ,

0 (千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

0 (千円)

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 1 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２ 7

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 1 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 1 〔1.有、2.無 〕

就業規則等の退職手当、中小企業退職金共済制度との契約締結、特定退職金共済団体との契約
締結、厚生年金基金の設立、適格退職年金の契約締結、確定給付企業年金又は確定拠出年金
（企業型）の導入

(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全
国労働保険事務組合連合会又は保険会社や公益法人の建設業者団体との契約締結

休業、廃業、許可切れの期間を記入
（1月未満の期間がある場合は切り上げて記入）

組織変更、営業譲渡

合併等の内容を記入不要なものは消す

H23.4.1以降の申立に係る日付けを記入H23.4.1以降の申立に係る再生又は更正手続開始の決定
を受け、かつ再生又は更正手続終結の決定を受けていな
い場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入

記入例５

審査基準日以前１年の間に営業停止処分、指示処分を受け
た場合は「１」を、それ以外は「２」を記入
（処分日で判断）
例）営業停止処分

（処分日R3.6.10、停止期間R3.6.25～7.8）の場合
審査基準日R3.6.30→「１」

審査基準日R4.6.30→「２」

「監査受審状況」について
以下の区分により記入（審査基準日時点）
「１」…会計監査人の設置を行っている場合

（監査報告書において、無限定適正意見、
限定付適正意見が表明された場合に加点）

「２」…会計参与の設置を行っている場合

（会計参与報告書が作成されている場合に加点）
「３」…自社の職員で、下記の者のいずれかが経理処理の適正を

確認した旨の書類に自らの署名したものを提出している場合

・公認会計士、税理士として登録されており、
研修を受講した者

・１級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から

５年経過していない者

・１級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から

５年経過していない者

「４」…上記以外

公認会計士、税理士及び登録経理士講習実施機関に登録された一級登録経理士
の人数を記入。自社の職員に限る。

登録経理士講習実施機関に登録された二級登録経理士の人数を記入。自社
の職員に限る。

「監査の受審状況」欄において「１」を記載した場合のみ、２期平均の額を記入。
それ以外の場合は、「０」を記入

審査基準日において、自ら所有し又はリース契約（審査基準日から将来に渡って１年７ヶ月以上の使用期限のあるも
の）しているショベル系掘削機（ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのア
タッチメントを有するもの）、ブルドーザー（自重が３トン以上のもの）、トラクターショベル（バケット容量が０．４立法メー
トル以上のもの）及びモーターグレーダー（自重が５トン以上のもの）、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検
査証の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの、自動車検
査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車、移動式クレーン（つり上げ荷
重３トン以上のもの）、不整地運搬車、高所作業車（作業床の高さが２メートル以上のもの）、締固め用機械、解体用機
械の合計台数を記入。また、該当する建設機械が無い場合は、「０」を記入。

審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格により、登録されている場合は
「１」を記入（但し、登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の営業所
等に限られている場合を除く。）、国際標準化機構第１４００１号についても同様

別紙二の「○」が付され
た３５歳未満の技術職員

の人数を記入

別紙二の技術職員の合計
人数を記入

別紙二の３５歳未満の
技術職員の人数を記入

ＢをＡで割り、百分率で記
入(小数点第２位切捨)

ＣをＡで割り、百
分率で記入(小数点

第２位切捨)

項番８２「技術職員名簿」に記載したＣＰＤ単位取得数と様式第４号「ＣＰＤ単位を取得した技術

者名簿」に記載したＣＰＤ単位の合計を記入（小数点以下切り捨て）

右記表の（B／A）が１5％以上の場合は「１」を記入

右記表の（Ｃ／Ａ）が１％以上の場合は「１」を記入

様式第５号「技能者名簿」で、「レベル向上」欄に〇印

が記載されている者の数を記入

項番８１「技術職員名簿」に記載した人数と、様

式第４号「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」に

記載した人数の合計を記入

様式第５号「技能者名簿」に記載された人数を記入
様式第５号「技能者名簿」で「控除対象」

欄に〇印が記載されている者の数を記入

審査基準日において、一般財団法人持続性推進機構によってエコアクション２１の認証を受
けている場合は「１」を記入。（但し、認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範
囲が一部の営業所等に限られている場合を除く。）

審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請け負った審査対象工事において、建設工事に従事する者の

就業履歴を蓄積するために必要な措置措置を実施しており、かつ、別記様式第６号に掲げる建設工事に従事

する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書を提出している場合に記入。

全ての建設工事で実施の場合は「１」、全ての公共工事で実施の場合は「２」、非該当の場合は「３」を記入

初めて許可（登録）を受けた日から審査基準日までの期間（休業 等の期間は除く）
を記入する。（年未満の端数は切捨て） H23.4.1以降の申立てに係る再生又は更正
手続開始及び終結の決定を受けた者は、その終結決定日から審査基準日までの
期間 を記入する（休業等の期間を除く）

「経理処理の適正を確認した旨の書類」を作成できるのは、「公

認会計士等の数」 （項番59）に該当する者に限る。

勤労者退職金共済機構との間における、特定業種退職金共済契約の締結

技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無については、審査基準日において、国土

交通省が実施する技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言を元請事業者又は下請事業

者の立場で行っており、別記様式第７号に掲げる技能者を大切にする企業の自主宣言制度で宣言

した取り組みについて取組開始日以降行う又は行っている旨の誓約書を提出している場合に記入。
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記載要領 

１        で表示された枠（以下「カラム」という。）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、か

つ、カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば    １ ２のように右詰めで記入すること。 

２ ４ １「建設業退職金共済制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定

業種退職金共済契約を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。 

３ ４ ２「退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無」の欄は、審査基準日において、次のいずれかに該当す

る場合は「１」を、いずれにも該当しない場合は「２」を記入すること。 

(1) 労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項についての規則が定めら

れていること。 

(2) 勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されていること。 

(3) 所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約が締結されていること。 

(4) 厚生年金基金が設立されていること。 

(5) 法人税法に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。 

(6) 確定給付企業年金法（平成 13年法律第 50号）に規定する確定給付企業年金が導入されていること。 

(7) 確定拠出年金法（平成 13年法律第 88号）に規定する企業型年金が導入されていること。 

４ ４ ３「法定外労働災害補償制度加入の有無」の欄は、審査基準日において、（公財）建設業福祉共済団、（一社）

全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間

で、労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害（下請

負人に係るものを含む。）に関する給付についての契約を、締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」

を記入すること。 

５ ４ ４「若年技術職員の継続的な育成及び確保」の欄は、審査基準日において、満 35 歳未満の技術職員の人数が

技術職員の人数の合計の 15％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入すること。また、「技

術職員数」の欄には別紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数」の欄には、審査基

準日において満 35歳未満の技術職員の人数を、「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職員数」の欄に記載し

た数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記載すること。 

６ ４ ５「新規若年技術職員の育成及び確保の状況」の欄は、審査基準日において、満 35歳未満の技術職員のうち、

審査対象年内に新規に技術職員となった人数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該当し

ない場合は「２」を記入すること。また、「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿に記載された技

術職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、審査基準日において満 35歳未満のものの人数を、「新規若年技術

職員の割合」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項「技術職員数」の欄に記載した数値で除した

数値を百分率で表し、記載すること。 

７ ４ ６「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、「技術者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前１年のうちに

取得したＣＰＤ単位の合計数（ＣＰＤ単位の算出式（Ｐ１０２参照）で算出された数値。ただし、算入できるＣＰＤ

単位数は 1人当たり 30単位を上限とする。）を記載すること。 

  また「技術者数」の欄は、第７条の３第３号若しくは第１８条の３第２項第１号に規定する者又は１級若しくは２

級の第一次検定に合格した者（第１８条の３第２項第１号に規定される者に該当する者を除く。）の数を記載するこ

と。 

  なお、１人の技術者につき２以上のＣＰＤ認定団体によって単位の取得が認定されている場合は、いずれか１つを 

 もとにＣＰＤ単位取得数を算出するものとする。 

  各技術者のＣＰＤ単位は、以下の算式で算出される数値とする。（算式で計算される各技術者のＣＰＤ単位数に小

数点の端数がある場合は、これを切り捨てる。また各技術者のＣＰＤ単位の上限は３０とする。） 

  技術職員名簿に記載のない者がＣＰＤ単位を取得している場合は、様式第４号に記載のうえ提出する。 

 

〇各技術者のＣＰＤ単位の算出式 

 審査対象年（審査基準日以前１年間）      告示別表第十八（下記表）の 

にＣＰＤ認定団体によって取得を認定  ÷  左側に掲げるＣＰＤ認定団体毎   × ３０ 

された単位数（Ａ）             に右欄に掲げる数値（Ｂ） 

※電卓で計算する場合は掛け算を先に計算してください⇒（Ａ）×３０÷（Ｂ）（小数点の端数がある場合は切り捨て） 
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告示別表第十八 

CPD認定団体 数値 

公益社団法人空気調和・衛生工学会 50 

一般財団法人建設業振興基金 12 

一般社団法人建設コンサルタンツ協会 50 

一般社団法人交通工学研究会 50 

公益社団法人地盤工学会 50 

公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター 20 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 50 

一般社団法人全国測量設計業協会連合会 20 

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 20 

一般社団法人全日本建設技術協会 25 

土質・地質技術者生涯学習協議会 50 

公益社団法人土木学会 50 

一般社団法人日本環境アセスメント協会 50 

公益社団法人日本技術士会 50 

公益社団法人日本建築士会連合会 12 

公益社団法人日本造園学会 50 

公益社団法人日本都市計画学会 50 

公益社団法人農業農村工学会 50 

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 12 

公益社団法人日本建築家協会 12 

一般社団法人日本建設業連合会 12 

一般社団法人日本建築学会 12 

一般社団法人建築設備技術者協会 12 

一般社団法人電気設備学会 12 

一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会 12 

公益財団法人建築技術教育普及センター 12 

一般社団法人日本建築構造技術者協会 12 

 

８ ４ ７「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前３年のう 

 ちに国土交通省が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価（以下この 11 において「認定能力評価」とい

う。）の区分が審査基準日の３年前の日において受けている評価の区分より１以上上位であった技能者の数を記載す

ること。また、「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事した者

であつて第 14 条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事する者に該当する者の数から建設工事の

施工の管理のみに従事した者の数を除いた数を、「控除対象者」欄は、審査基準日以前３年のうちに認定能力評価に 

より評価が最上位の区分に該当するとされた者の数を記載することとする。 

  「技能レベル向上者数」又は項番４６「ＣＰＤ取得単位数」に計上する場合は、様式第５号技能者名簿に記載のう

え提出すること。 

９ ４ ８「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第 64号）に基づく「えるぼし認定（１段階目）」を

受けている場合は「１」を、「えるぼし認定（２段階目 ）」を受けている場合は「２」を、「えるぼし認定（３段

階目）」を受けている場合は「３」を、「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「４」を、いずれの認定も受

けていない場合は「５」を記入すること。 

10 ４ ９「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、次世代育成支援対策推進

法（平成 15年法律第 120号）に基づく「くるみん認定」を受けている場合は「１」を、「トライくるみん認定」を

受けている場合は「２」を、「プラチナくるみん認定」を受けている場合は「３」を、いずれの認定も受けていない

場合は「４」を記入すること。 

11 ５ ０「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄は、審査基準日において、青少年の雇用の

促進等に関する法律（昭和 45年法律第 98号）に基づく「ユースエール認定」を受けている場合は「１」を、受けて

いない場合は「２」を記入すること。 

12 ５ １「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄は、審査基準日以前１年

のうちに発注者から直接請け負った建設工事のうち、国土交通大臣が定める建設工事以外の全ての建設工事において
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建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置として国土交通大臣が定めるものを実施した場合は

「１」を、国土交通大臣が定める公共工事以外の全ての公共工事において当該措置を実施した場合は「２」を、いず

れにも該当しない場合は「３」を記入すること。 

13 ５ ２「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」の欄は、建設技能者を大切にする企業の自 

主宣言を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を記入すること。 

14 ５ ３「営業年数」の欄は、審査基準日までの建設業の営業年数（建設業の許可又は登録を受けて営業を行ってい

た年数をいい、休業等の期間を除く。ただし、平成 23年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生

手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結

の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数をいい、休業等の期間を除く。）を記入し、表内

の年号については不要のものを消すこと。 

15 ５ ４「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の欄は、平成 23 年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始

の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合は

「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。 

16 ５ ５「防災協定の締結の有無」の欄は、審査基準日において、国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律第２条第１項に規定する特殊法人等）又は地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締

結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。 

17 ５ ６「営業停止処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第 28 条の規定による営業の停止を受けたことが

ある場合は「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。 

18 ５ ７「指示処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第 28 条の規定による指示を受けたことがある場合は

「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。 

19 ５ ８「監査の受審状況」の欄は、審査基準日において、会計監査人の設置を行っている場合は「１」を、会計参

与の設置を行っている場合は「２」を、第１８条の３第３項第２号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者

であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの、一級登録経理講習を受

講した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して５年を経過しないもの又は第１８条の３第３

項第２号ニに該当する者（一級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者に限る。）が経理処理の適正

を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合は「３」を、いずれにも該当しない場合は「４」

を記入すること。 

20 ５ ９「公認会計士等の数」の欄は、第１８条の３第３項第２号イに該当する者、一級登録経理試験に合格した者

であって、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの、一級登録経理試験を受

講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの及び第１８条の

３第３項第２号ニに該当※する人数の合計を記入すること。 

 ※建設業振興基金が実施する講習を受講し、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日 

において５年を経過しない者 

21 ６ ０「二級登録経理試験合格者等の数」の欄は、二級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する

年度の翌年度の日から起算して５年を経過しないもの、二級登録経理試験を受講した者であって、受講した日の属す

る年度の翌年度の開始の日から起算して５年を経過しないもの又は第１８条の３第３項第２号ニに該当※する者（二

級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者に限る。）の人数の合計を記入すること。 

※建設業振興基金が実施する講習を受講し、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して審査基準日 

において５年を経過しない者 

22 ６ １「研究開発費（２期平均）」の欄は、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度におけ

る研究開発費の額の平均の額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「０」を記入

すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費

の額を記入すること。 

※記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。 

ただし、会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨

てて表示することができる。ただし、研究開発費（２期平均）を計算する際に生じる百万円未満の端数については切

り捨てずにそのまま記入すること。記入すべき割合及び単位は、小数点第２位以下の端数を切り捨てて表示すること 

23 ６ ２「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準

日から１年７月以上の使用期間が定められているものに限る。）により使用する建設機械抵当法施行令（昭和 29年

政令第 294号）別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土

砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の

自動車検査証をいう。）の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記
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載されているもの及び自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊

自動車並びに労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第１２条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が３

トン以上の移動式クレーン、同令第 13条第３項第 33号に掲げる不整地運搬車、同令第１３条第３項第３４号に掲げ

る作業床の高さが２メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる

解体用機械について、台数の合計を記入すること。 

24 ６ ３「エコアクション２１の認証の有無」の欄は、審査基準日において、エコアクション２１の認証を取得して

いる場合（認証範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は「１」

を、取得していない場合は「２」を記入すること。 

25 ６ ４「ＩＳＯ９００１の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格により

登録されている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除

く。）は「１」を、受けていない場合は「２」を記入すること。 

26 ６ ５「ＩＳＯ１４００１の登録の有無」の欄は、審査基準日において、国際標準化機構第１４００１号の規格に

より登録されている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合

を除く。）は「１」を、受けていない場合は「２」を記入すること。 


